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(57)【要約】
　本発明は、２以上の画像において要素を同定する方法
および装置に関する。方法は、画像で可視の統合３次元
要素を画像において同定するステップと、３次元要素を
第１画像において同定するステップと、３次元要素を第
２画像において同定するステップとを含む。次に、第１
画像および第２画像に基づき、ならびに第１画像におけ
る３次元要素の位置および第２画像における３次元要素
の位置の決定に基づき照合が行われる。これにより、人
体内または動物体内の対象身体マターの３次元の位置お
よび／または範囲が確立できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２以上の画像における要素を同定する方法であって、
　人体または動物体のキャビティ内の所定位置にあって画像において可視の少なくとも１
つの統合３次元要素を、前記人体内または動物体内の対象身体マターに関連して画像にお
いて同定するステップと、
　第１画像において可視の前記少なくとも１つの統合３次元要素を前記第１画像において
同定するステップと、
　第２画像において可視の前記少なくとも１つの統合３次元要素を前記第２画像において
同定するステップと、
　前記第１画像内の前記少なくとも１つの統合３次元要素の位置、および前記第２画像内
の前記３次元要素の位置の決定に基づいて前記第１画像および前記第２画像を照合するス
テップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記第１画像と前記第２画像との照合に基づいて、前記人体内または前記動物体内の前
記対象身体マターを基準にして前記少なくとも１つの統合３次元要素の位置および／また
は範囲および／または形状を確立するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素の位置を同定することはまた、前記少なくとも１
つの統合３次元要素に関連する物理的特性であって前記要素の形状および／または前記要
素の範囲のうち少なくとも１つを決定することにも用いられる、請求項１または２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素は、前記第１画像および前記第２画像において同
定される１つの統合３次元要素である、請求項１から３のいずれか一項の記載の方法。
【請求項５】
　画像（４）において可視の統合３次元要素（７）を前記画像において同定するステップ
は、画像（４）において可視の単一統合３次元要素（７）のみを前記画像において同定す
ることによって行われる、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　２より多くの画像は、前記２より多くの画像のそれぞれにおける、前記３次元要素の特
性であって前記要素の位置または範囲または形状のうち少なくとも１つの決定に基づいて
照合される、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記２以上の画像は異なるタイプのイメージング機器により取得され、前記画像のそれ
ぞれにおける、前記３次元要素の特性であって前記要素の位置または範囲または形状のう
ち少なくとも１つの決定に基づいて照合される、請求項１から６のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項８】
　前記２以上の画像は異なるセットアップ条件下で取得され、前記画像のそれぞれにおけ
る、前記３次元要素の特性であって前記要素の位置または範囲または形状のうち少なくと
も１つの決定に基づいて照合される、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記２以上の画像は、前記画像取得時の前記イメージング機器の異なるセットアップ条
件下で取得され、前記画像のそれぞれにおける、前記３次元要素の特性であって前記要素
の位置または範囲または形状のうち少なくとも１つの決定に基づいて照合され、
　前記画像取得時の前記機器の前記異なるセットアップ条件は、例えば、画像平面の異な
る角度である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記２以上の画像は、前記画像取得時の患者の異なるセットアップ条件下で取得され、
前記画像のそれぞれにおける、前記３次元要素の特性であって前記要素の位置または範囲
または形状のうち少なくとも１つの決定に基づいて照合され、
　前記画像取得時の前記患者の前記異なるセットアップ条件は、例えば、前記患者のおよ
び／または前記患者が置かれる診察台の意図的もしくは非意図的な動きである、請求項８
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記２以上の画像は、前記画像取得間に時間間隔をおいて取得され、前記画像のそれぞ
れにおける、前記３次元要素の特性であって前記要素の位置または範囲または形状のうち
少なくとも１つの決定に基づいて照合される、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記２以上の画像は、前記２以上の画像の異なる画質を補償するべく照合される、請求
項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記２以上の画像は、個々の画像内の異なる点または異なる線または異なるアレイにお
ける異なる画質を補償すべく照合される、請求項１から１２のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記２以上の画像は、前記異なる画像における前記３次元要素の自動同定に基づいて自
動的に照合される、請求項１から１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　さらに多くの画像が前記画像取得間の時間間隔をおいて取得され、前記画像における前
記３次元要素の特性であって前記要素の位置または範囲または形状のうち少なくとも１つ
の自動同定に基づいて自動的かつ連続的に照合される、請求項１１および１４に記載の方
法。
【請求項１６】
　照合された前記２以上の画像内の情報に応じて処置の詳細をセットアップすることをさ
らに含む、請求項１から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記処置の詳細に応じて行われる処置は、照射治療、外照射治療と近接照射療法を含む
内照射治療とのいずれか一方または双方を含む照射治療である、請求項１６に記載の方法
。
【請求項１８】
　前記対象身体マターの特性であって前記マターの位置または範囲または形状のうち少な
くとも１つを、各画像における前記３次元要素の特性であって前記要素の位置または範囲
または形状のうち少なくとも１つを基準にして比較するステップをさらに含む、請求項１
から１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１画像内の基準に対して、前記３次元要素の特性であって前記要素の位置または
範囲または形状のうち少なくとも１つを基準位置として使用するステップと、
　前記第２画像内の同じ基準に対して、前記３次元要素の特性であって前記要素の位置ま
たは範囲または形状のうち少なくとも１つを、前記第１画像内の前記基準位置と比較する
ステップと
　をさらに含む、請求項１から１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記基準は、前記画像の中心、または前記画像の焦点、または前記対象身体マター、ま
たは寄生虫、または異物である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第２画像内の基準に対する前記３次元要素の特性の少なくとも１つと、前記第１画
像内の同じ基準の基準位置に対する前記３次元要素の特性の少なくとも１つとの前記比較
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に応じて治療機器を誘導するステップをさらに含む、請求項１９または２０に記載の方法
。
【請求項２２】
　誘導される前記治療機器は外照射放射線治療機器である、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第２画像内の基準に対する前記３次元要素の特性の少なくとも１つと、前記第１画
像内の同じ基準の基準位置に対する前記３次元要素の特性の少なくとも１つとの前記比較
に応じてイメージング機器の焦点を誘導するステップをさらに含む、請求項１９または２
０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第２画像内の基準に対する前記３次元要素の特性であって前記要素の位置または範
囲または形状のうち少なくとも１つと、前記第１画像内の同じ基準の基準位置に対する前
記３次元要素の特性の少なくとも１つとの前記比較に応じて、前記３次元要素の特性であ
って前記要素の位置または範囲または形状のうち少なくとも１つを時間の経過とともに追
跡するステップをさらに含む、請求項１９または２０に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１画像内の基準に対して前記３次元要素の特性の少なくとも１つを基準位置とし
て使用するステップ、前記第２画像内の同じ基準に対して前記３次元要素の特性の少なく
とも１つを前記第１画像内の前記基準位置と比較するステップ、ならびに可能であれば、
前記イメージング機器を誘導および／または治療機器を誘導するステップは、前記異なる
画像における前記３次元要素の自動同定に基づいて自動的に行われる、請求項１９から２
４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　照合された事前処置画像に基づいて処置の詳細をセットアップするために、１つ以上の
処置直前画像内または１つ以上の処置中画像内の基準に対して前記３次元要素の特性の少
なくとも１つを前記事前処置画像内の前記基準位置と比較するために、および可能であれ
ば、前記治療機器を誘導するステップのために、同じ３次元要素が使用され、前記同じ３
次元要素は可能であれば前記３次元要素の再挿入または再配置なしで使用される、請求項
１９から２５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記身体マターは、上皮組織、結合組織、筋組織、および／または神経組織のうち少な
くとも１つである、請求項１から２６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　前記身体マターは、骨格系器官、筋肉系器官、循環系器官、神経系器官、呼吸器系器官
、消化器系器官、排出系器官、内分泌系器官、生殖器系器官、および／または免疫系器官
の少なくとも１つである、請求項１から２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記人体内または動物体内の身体マターの、位置を確立することとおよび／または範囲
を確立することおよび／または形状を確立することに基づいて、身体パラメータを導くス
テップをさらに含む、請求項１から２９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　前記イメージング機器は、磁気共鳴スキャン（ＭＲスキャン）、核磁気共鳴スキャン（
ＮＭＲスキャン）、磁気共鳴画像スキャン（ＭＲＩスキャン）、コンピュータ断層撮影ス
キャン（ＣＴスキャン）、円錐ビームＣＴスキャン、ポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）
、単一ポジトロン放射コンピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、単一ポジトロン放射断層撮
影（ＳＰＥＴ）、画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）、超音波スキャン、またはＸ線高エネ
ルギー光子機器もしくは高電圧／超高電圧機器のような医用イメージング機器である、請
求項１から２９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記３次元要素（７）は、前記人体または前記動物体の自然身体キャビティ内部に配置
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かつ固定される、請求項１から３０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記３次元要素（７）は、周囲のキャビティ壁の少なくとも一部に当接することによっ
て前記人体または前記動物体の自然身体キャビティ内部に固定される、請求項１から３１
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素（７）の少なくとも一部は、前記要素が配置され
る前記キャビティ内部の液体、気体、または固体の通過を可能とする形状を有する、請求
項１から３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素（７）の少なくとも一部は、前記要素が配置され
る前記キャビティ内で解放されると、前記キャビティ内部から前記キャビティに向かって
拡張可能である、請求項１から３３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素（７）の少なくとも一部は、前記要素が配置され
る前記キャビティ内部の液体、気体、または固体の通過を可能とする管形状を有する、請
求項１から３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素は管状の内腔人工器官である、請求項３１から３
５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素（７）は、少なくとも１つのワイヤのらせんコイ
ルである、請求項３１から３６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素（７）は、ポリマーのような生物学的適合材料、
生物学的材料、もしくは、ステンレス鋼、チタン、白金、パラジウム、ニッケル－チタン
等の合金のような金属、または、これらの材料の任意の組み合わせから作られる、請求項
１から３７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３９】
　前記キャビティは少なくとも１つの周囲壁を有し、
　前記少なくとも１つの統合３次元要素（７）は、前記要素（７）が前記キャビティ内に
配置される前は折りたたまれた設計が可能であり、前記要素（７）が前記キャビティ内に
配置されると拡張された設計が可能となる折りたたみ可能設計を有する、請求項１から３
８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素（７）は、前記第１画像および第２画像を取得す
る前に前記身体（１）内に配置され、
　前記要素の配置は、前記身体のいずれの組織も実質的に穿通することなく前記身体の自
然開口を介して行われる、請求項１から３９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４１】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素（７）は前記身体に挿入され、
　前記挿入は、前記身体（１）のいずれの組織も実質的に穿通することなく前記身体の自
然開口を介して行われる、請求項１から４０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４２】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素（７）を撤収するステップをさらに含み、
　前記撤収は、前記身体（１）のいずれの組織も実質的に穿通することなく前記身体の自
然開口を介して行われる、請求項１から４１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４３】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素（７）は、従来の内視鏡機器を用いて前記要素（
７）の挿入および撤収のいずれか１つを可能にする設計を有する、請求項１から４２のい



(6) JP 2009-540972 A 2009.11.26

10

20

30

40

50

ずれか一項に記載の方法。
【請求項４４】
　前記第１画像および前記第２画像において少なくとも１つの統合３次元要素を同定する
画像取得機器と、
　前記第１画像および前記第２画像において前記少なくとも１つの統合３次元要素の位置
を同定する画像処理機器と、
　前記第１画像と前記第２画像とを、前記第１画像における前記少なくとも１つの統合３
次元要素の少なくとも位置、および、前記第２画像における前記少なくとも１つの統合３
次元要素の少なくとも位置の決定に基づいて照合する画像処理機器と
　を含む、請求項１から４３のいずれか一項に記載の方法を行うシステム。
【請求項４５】
　前記３次元要素は、前記第１画像および前記第２画像において同定される単一統合３次
元要素である、請求項４４に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記イメージング機器は、磁気共鳴スキャン（ＭＲスキャン）、核磁気共鳴スキャン（
ＮＭＲスキャン）、磁気共鳴画像スキャン（ＭＲＩスキャン）、コンピュータ断層撮影ス
キャン（ＣＴスキャン）、円錐ビームＣＴスキャン、ポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）
、単一ポジトロン放射コンピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、単一ポジトロン放射断層撮
影（ＳＰＥＴ）、画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）、超音波スキャン、またはＸ線高エネ
ルギー光子機器もしくは高電圧／超高電圧機器のような医用イメージング機器である、請
求項４４から４５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記少なくとも１つの統合３次元要素（７）は、特に適合した内視鏡機器を用いて前記
要素（７）の挿入および撤収のいずれか１つを可能にする設計を有する、請求項４４から
４６のいずれか一項に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般には、２以上の画像において共通要素を同定し、続いて当該共通要素に基
づいて当該２以上の画像を照合する方法に関する。本発明は詳しくは、組織、器官その他
の身体マターに対して人体内または動物体内に位置する要素を同定する方法に関する。
【０００２】
　本発明はまた、人体内または動物体内における温度、血流、神経インパルスその他の対
象身体パラメータのような身体パラメータを確立することに関する。身体パラメータは、
対象身体マターに関する要素を同定することに基づいて確立される。
【背景技術】
【０００３】
　従来技術の医用イメージング技術においては、イメージング機器によって異なる時に取
得された画像、例えばＣＴ、ＭＲＩ、ＳＰＥＣＴおよびＰＥＴのような異なる画像モダリ
ティを使用して実質的に同時に取得された画像、または異なるセットアップ条件を使用し
て実質的に同時に取得された画像における同一領域のビューを正確に選択および比較する
ことに関して問題がある。この問題には２つの側面がある。
【０００４】
　第１に、解剖画像の情報を生体構造自体に関連づけるべく、画像内の点と解剖体上の点
との間で１対１のマッピングを確立する必要がある。これは、画像空間の物理空間へのレ
ジストレーションと称される。
【０００５】
　第２の側面は、一の画像空間の他の画像空間へのレジストレーションに関する。２つの
任意配向画像をレジストレーションすることの目標は、当該２つの画像の座標系を整合さ
せることである。これにより、スキャンされた解剖体の所定点が、双方の画像の同定アド
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レスに割り当てられる。複数の画像を整合させるのに必要な剛体変換の計算には、画像に
おける解剖体の移動および回転を知る必要がある。
【０００６】
　複数の２次元画像の座標系の平面整合に対する、解剖体の剛体変換の計算には、複数の
画像における少なくとも２つの単点または一の直線のいずれかの座標を知る必要がある。
複数の３次元画像またはマルチアングル２次元画像の座標系の３次元整合に対する、解剖
体の剛体変換の計算には、複数の画像における少なくとも３つの単点、２つの直線、また
は複数の画像における３次元物体のいずれかの座標を知る必要がある。
【０００７】
　画像内の同定位置をマークする同定可能な単点は、「基準点」または「基準」と呼ばれ
る。使用される基準点は、「基準マーカー」と呼ばれるマーカーの幾何学的中心である。
こうした基準は、画像空間を物理空間に相関させること、および一の画像空間を他の画像
空間に相関させることに使用される。基準マーカーは、レジストレーションを可能にする
所定のイメージングモードにおいて可視の不変基準系を与える。
【０００８】
　当該分野において現存する１つの問題は、いくつかの画像モダリティで使用可能な基準
を提供することにある。ＭＲＩおよびＸ線ＣＴの画像は、点が逐一対応する画像が形成さ
れるデジタル画像である。こうした点は画素またはピクセルと呼ばれ、陰極線管から放射
される光の強度に対応づけられ、またはフィルム上に画像を形成するのに使用される。明
るいピクセルのアレイにより、観察者は画像を視認する。
【０００９】
　所定のピクセルの強度を変更または変調する方法は、用いられる画像モダリティによっ
て異なる。Ｘ線ＣＴにおいては、かかる変調は、スキャンされる単位体積当たりの電子数
に主に依存する。ＭＲＩにおいては、かかる変調に主に影響を与えるパラメータは、陽子
スピン密度ならびに、それぞれスピン－格子緩和時間およびスピン－スピン緩和時間とし
ても知られる縦緩和時間および横緩和時間Ｔ１およびＴ２である。
【００１０】
　異なる画像モダリティを使用して組み合わせることにより異なるモダリティの特性の利
益を得て、一の画像モダリティにおいて他のモダリティよりも明確かつ容易に、逆もまた
同様にいくつかの体内物体を同定することができる。これにより、体内物体の同定の向上
および診断の向上を図ることができる。
【００１１】
　基準マーカーを構築する場合、一の画像モダリティにおいて画像化可能なエージェント
が、他のモダリティにおいて必ずしも画像化可能とはならないことに注意する必要がある
。しかしながら、所定のマーカーによってＣＴおよびＭＲＩの双方において画像化できる
ことは、異なる画像モダリティから得られた画像をレジストレーションすることができる
点において特に有用である。例えば、ＣＴ画像およびＭＲＩ画像をレジストレーションで
きることにより、ＣＴスキャンによって得られた骨組織に関する情報を、ＭＩＲスキャン
によって得られた軟組織の解剖学的情報に統合することができる。いくつかの画像モダリ
ティにおいて既知の座標系を確立するべく使用可能であり、異なる画像の解剖学的整合を
可能とする基準マーカーが必要とされている。
【００１２】
　当該分野におけるさらなる問題は、患者に安心を提供しなければならないという必要性
から生ずる。これは、画像内でできる限り明るく、それゆえに大きなマーカーを使用した
いとの医師の所望と競合する。これは、埋め込みプロセスの外傷性を少なくするべくマー
カーのサイズを最小にするよう医師に促すこととなる。かかる明るさが望ましいのは、こ
れによって、画像処理に固有のノイズから区別することができる強い信号が得られるから
である。マーカーの画像ができる限り多くのフルピクセルを占めるように、大きなサイズ
のマーカーを使用することも望ましい。マーカーによって占められるフルピクセルの数を
増やすことにより、マーカーの位置を決定できる精度、および、基準点が明確に同定でき
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て画像の他の点と混同されない安全性、が向上する。
【００１３】
　さらに、基準マーカーを使用する技術には、マーカーの重心を決定することが一般に必
要である。大きく明るいマーカーは、小さく薄暗いマーカーよりも重心を計算するのが容
易である。他方、従来技術のマーカーは大きければ大きいほど、マーカーを組織に埋め込
む時間が延びるので、患者にはその存在に耐えることが難しくなる。大きなサイズによっ
て得られる利益を生かすことができて、かつ、患者が使用期間中耐えられるマーカーが必
要とされている。また、患者に埋め込まれても患者を傷つけずに長い時間存在できる、小
さなマルチモダリティのマーカーが必要とされている。
【００１４】
　さらに、異なる画像内の少なくとも３つの点の座標上の情報を与えることができる１つ
のマーカーが必要とされている。
【００１５】
　かかる永続的な基準マーカーは、非侵襲的技術によって検出可能であるのが好ましい。
これにより、患者の皮膚下にあって視診では見えないままであっても、物理空間における
その位置を決定し、その重心を計算することができる。
【００１６】
　米国特許第６，３３３，９７１号明細書には、コンピュータ断層イメージング（ＣＴ）
および磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）を含むいくつかのモードでの画像化能力を与える
イメージングエージェントを導入するための密封キャビティを有する埋め込み可能基準マ
ーカーが記載されている。マーカーは永続的であってもよく、また、一時的であってその
アンカー部位から容易に取り外し可能でもよい。ＣＴスキャンにおいて画像化可能なコン
ビネーションまたはエージェントは、ＭＲＩスキャンにおいて画像化可能なエージェント
と組み合わせられる。画像エージェントの選択により、ＣＴおよびＭＲＩ双方の画像モダ
リティにおいて可視のマーカーを構築することができる。さらに、固体の外側部分と水性
の内側部分を含むマーカーを使用することにより、マーカーは、非侵襲的な経皮検出シス
テムの使用によって位置を特定することができる。例えば、水性のコアと固体の外側部分
との固液界面の存在を超音波を用いて検出することができる。固体金属の使用は完全に避
けられる。金属の存在は、望ましくないアーチファクトおよび画像歪みを画像に生じさせ
、マーカーの位置を特定することが妨げられる。
【００１７】
　米国Ｒａｄｉｏｍｅｄ社の製品、Ｖｉｓｉｃｏｉｌ（登録商標）は、超音波、Ｘ線、Ｃ
Ｔ、ＭＲＩ、および高エネルギー光子（ポータル画像）によって当然可視の線形基準マー
カーからなる。これにより、医師は、１つのモードのもとでマーカーを埋め込んだ後、処
置計画のための他の技術によってそれを可視化することができる。Ｖｉｓｉｃｏｉｌマー
カーは、はるかに大きなポイントマーカーよりも容易かつ混同無く認識できる。３次元体
積情報を得るためには、２以上のＶｉｓｉｃｏｉｌマーカーが必要である。Ｖｉｓｉｃｏ
ｉｌマーカーは、侵襲的外科手術によって対象組織内に埋め込む必要がある。また、Ｖｉ
ｓｉｃｏｉｌ技術は、対象組織位置の正確な決定を確立するのに少なくとも２つのマーカ
を必要とする。したがって、侵襲的外科手術と２またはそれ以上のマーカーの埋め込みと
の双方により、患者に対する外傷の危険性が高まる。
【００１８】
　異なる画像の整合から利益を得る用途の一例は、人体内の癌性病巣の処置に関する。腫
瘍のような障害組織の照射が、その障害組織を破壊するべく使用される。障害組織は身体
の全ての部分に生じ得る。障害組織がいくつかの部分に位置する場合、身体の他の主要部
分に重大な損傷を与えずに照射することは困難であり、その照射が回復不能な損傷を生じ
させる場合もある。
【００１９】
　したがって、障害組織の照射は、健常組織が重大または回復不能な損傷を受けずに耐え
られる照射量によって制限される。この照射制限は、障害組織の位置を正確に特定し身体
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内部の障害組織の範囲を決定することが難しくなるという事実によってさらに増大する。
【００２０】
　異なる診断イメージング技術によって患者の身体の異なる部分および器官が明確に同定
されるという事実により、ＣＴ、ＭＲ、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ、Ｘ線、高電圧Ｘ線のような
異なるイメージング技術の組み合わせが頻繁に使用されて対象身体マター（例えば、照射
ターゲットとなる癌性腫瘍）の位置が決定される。異なる画像は、データ処理機器を使用
して２以上の画像の融合にマージされる。異なるイメージング技術を組み合わせることに
よって、例えば癌性腫瘍のような対象身体マターの、より正確な同定および位置決定が可
能となる。対象身体マターの同定および位置決定を正確にするべく、複数の画像を対象身
体マターの近くで正確に整合する必要がある。
【００２１】
　例えば、異なるイメージング技術によって生成された異なる画像の組み合わせは、放射
線治療の計画時に使用される。放射線治療の計画時には、例えばＣＴ、ＭＲ、ＰＥＴ、Ｓ
ＰＥＣＴ、Ｘ線のような診断画像において癌性腫瘍が同定される。その後腫瘍の位置およ
び形態が決定され、その腫瘍の位置および形態に基づいて患者に与えられるべき照射プロ
ファイルが作られる。
【００２２】
　異なるイメージング技術および異なる装置により作られる診断画像は、画像同士の時間
間隔があけられて、および各画像に対して異なる診察台で患者の体位が変えられて得られ
ることが多い。この結果、各画像に対して異なるセットアップ条件ができる。異なるセッ
トアップ条件の結果、複数の画像内の、対象身体マターから離れて位置する可視物体（骨
格、患者身体の外表面等）と比べると、異なる画像における患者身体内部の対象身体マタ
ーの実際の位置はそれぞれ異なる。異なる画像において対象身体マターの位置がそれぞれ
異なることは、患者身体内の内臓運動によって、および／または画像生成機器の下での患
者の不正確な位置決めによって生じ得る。
【００２３】
　今日、異なる診断画像において可視の解剖学的マーカー（骨格、患者身体の外表面等）
を使用することによって、異なる診断画像の融合の整合が取れることが多くなっている。
こうした解剖学的マーカーは対象身体マターから離れて位置することが多い。対象身体マ
ターが、対象身体マターから離れて位置する解剖学的マーカーに対して相対移動すること
が多いので、解剖学的マーカーに基づく異なる画像の整合の結果、対象身体マターの近く
で画像の整合が不正確になる。
【００２４】
　その代替として、埋め込み基準マーカーまたは埋め込みラインマーカーによって、異な
る診断画像の融合を整合することができる。画像の不正確な整合を導き得る他の要因は、
イメージング機器または患者に対するセットアップ条件が異なること（例えば、複数の画
像は全く同じ角度で得られるわけではない）、および／または、個々の画像で画質が同じ
ではないこと（画質は焦点に依存することが多い）である。
【００２５】
　異なる画像の組み合わせはまた、例えば癌性腫瘍の外照射放射線治療用照射機器のよう
な治療装置のセットアップに対して使用することもできる。照射ターゲットは、処置セッ
ションに先立ち、計画セッション中に少なくとも１つの参照画像において位置決めされる
。処置セッションを開始するとき、治療装置は、参照画像と処置直前または処置中に得ら
れた画像との融合に基づいてセットアップすることができる。
【００２６】
　米国特許第５，８５３，３６６号明細書は、腫瘍の放射線治療のために使用されるシス
テムを開示する。腫瘍の位置決めは、少なくとも３つのマーカーを腫瘍周辺の関連位置に
挿入することによって行われる。これらのマーカーは、腫瘍に関する照射源の位置を腫瘍
照射前に決めるべく、従来の身体Ｘ線画像で検出可能なステンレス鋼から作られる。各マ
ーカーは、Ｘ線画像に１点として描画される。これらのマーカーは、腫瘍を取り囲む組織
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内に直接挿入される。これらのマーカーは、マーカーが組織中にしっかりと固定されて移
動することがないようにとげが付けられているか、またはＶ字形状である。マーカーの位
置決めおよび腫瘍の照射の後、とげが付いたマーカーを侵襲的外科手術によって取り除く
必要がある。
【００２７】
　国際公開第９９／２７８３９号パンフレットは、処置、または身体および装置を見る複
数のカメラを含むイメージング装置に関する患者身体の配置および再配置のためのシステ
ムを開示する。発光、パッシブ、幾何学的形状、または自然のいずれかの標識である、患
者身体の外部に位置するインデクスマーカーが３次元空間で複数のカメラによって同定さ
れて位置決めされる。画像スキャンにより決定された解剖学的ターゲットを、処置または
診断装置に関する基準位置に対して位置決めすることができる。いくつかの形態のカメラ
、インデクスマーカー、方法、およびシステムによって様々な臨床用途が提供される。患
者のＸ線イメージングにより、処置または診断のイメージング基準点に対する解剖学的タ
ーゲットの位置決めが高精度化される。処置または診断装置上の基準点に対する画像決定
解剖学的ターゲットの比較分析に基づいて、患者の移動がシステムおよびプロセスにより
制御される。
【００２８】
　国際公開第０２／１９９０８号パンフレットは、処置中の患者の呼吸その他の動きを補
償する方法および装置を開示する。この方法は、処置に先立ちターゲット領域の画像を生
成することと、患者身体内に埋め込まれたマーカーに基づいて内部ターゲット領域に関す
る位置データを周期的に生成することと、１つ以上の外部センサを使用して患者身体の外
部の動きに関する位置データを連続的に生成することと、外部センサの位置データに基づ
いて患者のターゲット領域の位置に向けて処置を行うべく、内部ターゲット領域の位置と
外部センサとの対応を生成することとを含む。その後、ターゲット領域の位置が、手術前
の画像におけるターゲット領域の位置に合わせられる。
【００２９】
　国際公開第０２／１００４８５号パンフレットは、腫瘍等のような身体内のターゲット
の位置を正確に決定して追跡するシステムおよび方法を開示する。一実施例において、シ
ステムは、ターゲット内またはその近くに位置する１つ以上の励起可能ビーコンと、その
ビーコンを遠隔励起して同定可能な信号を生成する外部励起源と、互いに既知の配置で離
間する複数のセンサとを含む。センサに接続されたコンピュータは、ビーコン信号を使用
してターゲット内のターゲットアイソセンターを同定するように構成される。コンピュー
タは、ターゲットアイソセンターの位置と処置アイソセンターの位置とを比較する。コン
ピュータはまた、放射線治療の前およびその間、ターゲットアイソセンターと処置アイソ
センターとを一致させるべく、患者および患者サポート装置の移動も制御する。
【００３０】
　上述のマーカーを使用して、障害組織領域の範囲が決定され、および／または治療機器
が誘導されるが、全領域を画像内で見ることは依然として難しい。この理由、および障害
組織の照射を計画する際の他の理由により、医療従事者または担当医は、障害組織領域全
体を確実に照射するべく照射マージンを適用して照射計画を行う。このマージンの結果、
健常組織の一部が意図的に照射を受けて上述の重大な損傷が生じる場合がある。また、基
準マーカーのみが開示される。基準マーカー自体は、マーカーの任意の回転を同定するこ
とができない。少なくとも２つの、および開示によれば好ましくは３つの基準マーカーが
使用されなければ、基準マーカーによって障害組織の位置決めを行うことは不可能である
。
【００３１】
　照射マージンを適用するさらなる理由は、照射機器下での患者の位置決めが不正確であ
ること、障害組織の取得画像の分解が不正確であること、および内臓が時間とともに動く
という事実にある。内臓のかかる動きは、呼吸によって、および／または日々の動きによ
って生じる。上述のように、処置を誘導するための埋め込みマーカーの使用は、ある程度
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は、患者の位置決めの精度を向上させることができる。
【００３２】
　米国特許第６，３０７，９１４号明細書は、腫瘍への医療ビーム照射を制御するライナ
ックと、腫瘍近位に埋め込まれる腫瘍マーカーと、当該腫瘍マーカーの画像を第１方向か
ら取得する第１Ｘ線フルオロスコープと、当該腫瘍マーカーの画像を第２方向から当該第
１Ｘ線フルオロスコープと同時に取得する第２Ｘ線フルオロスコープと、当該第１および
第２画像入力部により画像情報がデジタル化されるのに先立ってレジストレーションされ
る画像情報腫瘍マーカーのテンプレート画像に、シェーディング正規化相互相関法により
所定フレームレートでリアルタイムレベルのテンプレートマッチングを実行して、当該腫
瘍マーカーの第１および第２の２次元座標を計算する第１および第２認識処理部と、当該
第１および第２認識処理部により計算された第１および第２の２次元座標から当該腫瘍マ
ーカーの３次元座標を計算する中央演算処理部と、当該計算された腫瘍マーカーの３次元
座標により当該ライナックの医療ビームの照射を制御する照射制御部とを含む移動体追跡
照射装置を開示する。
【００３３】
　患者身体内に位置する従来技術の埋め込みマーカーは、組織に埋め込まれるので、身体
内に挿入されるための侵襲的外科手術、および身体内から撤収されるためのその後の侵襲
的外科手術を要する。
【００３４】
　異なるイメージング技術および異なる医用イメージング機器で作られた診断画像は、画
像同士の時間間隔があけられて、および各画像に対して異なる診察台で患者の体位が変え
られて得られる。この結果、各画像に対して異なるセットアップ条件ができる。異なるセ
ットアップ条件の結果、骨格、患者身体の外表面等のような、対象組織から離れて位置す
る明確に画像内に見える物体と比べると、異なる画像における患者身体内部の対象組織の
実際の位置はそれぞれ異なる。異なる画像において対象組織の位置がそれぞれ異なること
は、患者身体内の内臓運動によって、および／または医用イメージング機器の下での患者
の不正確な位置決めによって生じ得る。
【００３５】
　しかしながら、対象組織の位置決めに関する上述の従来技術の不利益の少なくとも一部
を克服するべく、異なるイメージング機器により取得された、および／または画像同士の
時間間隔があけられて取得された、および／または画像のセットアップ条件が異なって取
得された、異なる画像を照合するための改良されたマーカーおよび方法の必要性が存在す
る。改良されたマーカーは、異なるイメージング機器において容易に検出され、かつ、十
分な精度で検出されるマーカーである。代替的にまたは付加的に、改良されたマーカーは
、人体または動物体に対して容易に埋め込むことができ容易に撤収することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３６】
【特許文献１】米国特許第６，３３３，９７１号明細書
【特許文献２】米国特許第５，８５３，３６６号明細書
【特許文献３】国際公開第９９／２７８３９号パンフレット
【特許文献４】国際公開第０２／１９９０８号パンフレット
【特許文献５】国際公開第０２／１００４８５号パンフレット
【特許文献６】米国特許第６，３０７，９１４号明細書
【特許文献７】国際公開第２００６／１１４７２１号パンフレット
【非特許文献】
【００３７】
【非特許文献１】Fenlon et al.“Locking acrylic resin dental stent for image-guid
ed surgery”Vol.83, no.4, April 2000
【発明の概要】
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【００３８】
　本発明の目的は、上述の周知の方法およびシステムの不利益および欠点を克服する方法
を与えることにある。
【００３９】
　かかる目的、および本発明の以下の記載から明らかとなる利益は、２以上の画像の要素
を同定する方法を与えることによる本発明に係る方法の以下の実施例および側面から得ら
れる。当該方法は以下のステップを含む。
・人体内または動物体内の対象身体マターに対して所定位置にあって画像内で可視の少な
くとも１つの統合３次元要素を画像において同定するステップ。当該方法は以下のステッ
プを含む。
・第１画像内で可視の３次元要素を第１画像において同定するステップ。・第２画像内で
可視の３次元要素を第２画像において同定するステップ。
・第１画像内の３次元要素の位置、および第２画像内の３次元要素の位置の決定に基づい
て第１画像および第２画像を照合するステップ。
【００４０】
　少なくとも３つの同定可能点を有する１つのマーカーであり得る改良されたマーカーを
使用する本発明に係る方法により、これまで得られなかった対象組織または器官の動きお
よび／または回転および／または形状の変化および／または範囲の変化についての知識が
好ましくは３次元で得ることができる。
【００４１】
　３次元要素が対象身体マターに対して位置決めされて固定されるので、３次元要素と対
象身体マターとの相互位置関係を確率することができる。画像内の３次元要素の位置に関
する知識により、対象身体マターがどこに位置決めされるかが正確にわかる。これは、対
象身体マターおよび３次元要素が実質的に固定された関係にあることがわかっているから
であり、その結果、対象身体マターの任意の可能な動きが３次元要素の動きに対応する。
逆もまた同様である。複数の画像を３次元要素に応じて整合することができる。これによ
り、対象身体マターも複数の画像において整合する。
【００４２】
　本発明によれば、身体マターは、身体に関する任意の物体として解釈される。例えば、
腫瘍、または腹水、胆汁、血液、脳脊髄液、リンパ液、もしくは尿等の身体物質のような
異常身体組織を含む、任意の異なる身体器官、身体組織である。
【００４３】
　本発明によれば、組織は、身体内でまとまってグループとなり組織を形成する細胞とし
て定義される。例えば、特殊機能を果たすべくまとまってグループとなる類似の細胞の集
合である。人体では以下の４つの主要な組織タイプが定義される。
【００４４】
　上皮組織－身体の様々な部分で内張りとして機能する連続したシートを、ともに密集し
て形成する上皮組織の細胞である。上皮組織は、器官の内張りをなす膜として機能し、身
体器官を別個に、所定位置に、および保護して維持するのに役立つ。上皮組織のいくつか
の例としては、皮膚の外層、口および胃の内側、腸および身体器官を取り囲む組織、呼吸
上皮、および様々な血管の内皮がある。
【００４５】
　結合組織－一般に、結合組織は身体に支持および構造を加える。ほとんどのタイプの結
合組織は、結合組織を補強するタンパク質コラーゲンの繊維性糸状体を含む。結合組織の
いくつかの例には、皮膚の内層、腱、靱帯、軟骨、骨、および脂肪組織がある。結合組織
のこれらの形態に加え、骨もまた結合組織の一形態と考えられる。
【００４６】
　筋組織－筋組織は、収縮する特殊な組織である。筋組織は、互いに滑り合って動くこと
ができる特殊なタンパク質であるアクチンおよびミオシンを含む。筋組織の例は、身体全
体の筋肉に含まれる。
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【００４７】
　神経組織－神経組織は、２つのタイプの細胞を含む。ニューロンとグリア細胞である。
神経組織は、身体内で電気信号を生成して伝導する能力がある。こうした電気的なメッセ
ージは、脳内の神経組織によって管理されて脊髄を下りて身体へ伝達される。
【００４８】
　本発明によれば、器官は、まとまって共通の目的のために機能する少なくとも２つの異
なるタイプの組織を含む構造として定義される。異なる身体器官は、診断および／または
治療および／または外科手術の目的のためのイメージングにおいて重要である。人体には
１０の主要な器官系が存在する。
【００４９】
　骨格系：骨格系は、内臓を保護し、かつ、内臓に対する取付部位を与えるべく、身体を
支持する。主要な骨格系器官は、頭骨、軟骨、腱、および靱帯を含む骨である。
【００５０】
　筋肉系：筋肉系は動きを与える。筋肉は対で働き、肢を動かして生命体に動きを与える
。筋肉はまた、胃および腸、心臓、ならびに循環系のようないくつかの器官を介して物質
の動きを制御する。主要な筋肉系器官は、骨格筋および平滑筋である。
【００５１】
　循環系：循環系は、栄養素、ガス（例えば酸素および二酸化炭素）、ホルモン、および
廃棄物を身体を通して輸送する。主要な循環系器官は、心臓、血管、および血液である。
【００５２】
　神経系：神経系は、身体を通して電気信号を送信する。神経系は行動および動きを指示
し、消化、循環等の生理学的プロセスを内分泌系とともに制御する。主要な神経系器官は
、脳、脊髄、および末梢神経である。
【００５３】
　呼吸器系：呼吸器系は、血液と環境とのガス交換を与える。主に、大気から身体内へ酸
素が吸収されて、身体から二酸化炭素が排出される。主要な呼吸器系器官は、鼻、気管、
および肺である。
【００５４】
　消化器系：消化器系は、成長および維持に必要な栄養素を分解および吸収する。主要な
消化器系器官は、口、食道、胃、小腸および大腸である。
【００５５】
　排出系：排出系は、細胞廃棄物、毒素、および過剰な水または栄養素を循環系からろ過
して取り除く。主要な排出系器官は、腎臓、尿管、膀胱、および尿道である。
【００５６】
　内分泌系：内分泌系は、身体を通して化学的なメッセージを送信する。神経系とともに
、こうした化学的なメッセージは、栄養の吸収、成長等の生理学的プロセスを制御するの
に役立つ。内分泌性ホルモンを分泌する多くの腺が身体内に存在する。これらの中でも、
主要な内分泌系器官は、視床下部、下垂体、甲状腺、膵臓、および副腎である。
【００５７】
　生殖器系：生殖器系は、生殖を可能とする細胞を生成する。男性において精子が生成さ
れて、女性において生成される卵細胞と受精する。主要な女性生殖器系器官は、卵巣、卵
管、子宮、膣、および乳腺である。主要な男性生殖器系器官は、前立腺、精巣、精嚢、お
よび陰茎である。
【００５８】
　免疫系：免疫系は、侵入する細菌およびウイルスを破壊して身体から除去する。リンパ
系もまた、脂肪および過剰な流体を血液から除去する。主要な免疫系器官は、リンパ、リ
ンパ節、血管、白血球、Ｔ細胞、およびＢ細胞である。
【００５９】
　本発明に係る可能な方法によれば、方法は以下のステップをさらに含む。
・第１画像と第２画像との照合に基づいて、人体内または動物体内の身体マターの位置を
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確立しおよび／またはその範囲を確立するステップ。
【００６０】
　本発明によれば、各画像は、２次元投影画像または３次元画像でよい。ここで、画像は
医用イメージング機器によって取得および処理される。
【００６１】
　本発明によれば、３次元要素を同定するステップと、画像内の３次元要素の位置の決定
に基づいて画像を照合するステップとは、２よりも多くの画像で行われてもよい。
【００６２】
　本発明によれば、３次元要素を同定するステップと、画像内の３次元要素の位置の決定
に基づいて画像を照合するステップとは、異なる画像モダリティによって取得された画像
で行われてもよい。
【００６３】
　本発明によれば、３次元要素を同定するステップと、画像内の３次元要素の位置の決定
に基づいて画像を照合するステップとは、異なるセットアップ条件（例えば、画像間で異
なる角度から取得された画像、または患者および／または対象組織の意図的または非意図
的な動き（ならびにこれによる３次元要素の動き）を伴って取得された画像）で取得され
た画像で行われてもよい。
【００６４】
　本発明によれば、３次元要素を同定するステップと、画像内の３次元要素の位置の決定
に基づいて画像を照合するステップとは、取得される画像同士の時間間隔があけられて取
得された結果、潜在的に画像のセットアップ条件および／または人体内もしくは動物体内
の対象組織の動き（ならびにこれによる３次元要素の動き）が画像間で異なる画像で行わ
れてもよい。
【００６５】
　従来技術の方法よりも高い精度で異なる画像を整合できるので、異なる時刻で取得され
た画像内で、時間に伴う進展を追跡することが可能となる。異なる時刻に取得された画像
内で時間に伴う進展を追跡することにより、一般に身体マターと呼ばれる身体要素の動き
および／または成長／収縮の追跡ができる。これにより、良好な診断（例えば、癌性腫瘍
の成長の追跡、または患者の呼吸周期による癌性腫瘍の動きの追跡）ができる。
【００６６】
　異なる画像の正確な整合から利益が得られる用途の例は以下のとおりである。
【００６７】
　（異なるイメージング技術から得られたおよび／または異なる平面／角度から得られた
）画像の照合。本発明に係る方法および３次元要素をマーカーとして使用することにより
（異なるイメージング技術から得られたおよび／または異なる平面／角度から得られた）
画像を照合する結果、身体マターの同定が改良され、良好な同定の結果良好な診断が得ら
れる。
【００６８】
　本発明に係る方法により画像を照合することに関する可能な用途は、以下の網羅的では
ない用途リストのとおりである。
・複数画像間のセットアップの違いによる不正確さの低減。
・不要な体内要素の同定（例えば、癌腫瘍の位置およびサイズ、外殻または結石の位置お
よびサイズ、異物または１つ以上の特徴の位置およびサイズ）。
・処置および／または処置ターゲット同定の計画（例えば照射処置の計画）。
・整形外科損傷（骨折、関節骨折、または関節脱臼）の同定および／または診断。
・体内腔の可能な閉塞（例えば、外殻または異物による尿路閉塞、外殻による心血管閉塞
等）の同定。
【００６９】
　異なる画像の正確な整合から利益が得られる用途のさらなる例は以下のとおりである。
【００７０】
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　画像の比較（異なる時刻で得られたもの、現行画像と参照画像との比較）。本発明に係
る方法および３次元要素をマーカーとして使用することにより画像を比較する結果、対象
身体マターの動きおよび／または成長／収縮の追跡ができる。
【００７１】
　本発明に係る方法による画像比較に関する可能な用途は、以下の網羅的ではない用途リ
ストのとおりである。
・癌性腫瘍の成長または収縮の追跡。
・心血管腔の成長または収縮の追跡。
・異物、寄生虫等の動きの追跡。
・参照画像取得と現行画像取得との間のセットアップの違いに起因する不正確さの修正。
・参照画像取得と現行画像取得との間の内臓の動きに起因する不正確さの修正。
・内臓の動きの追跡。
【００７２】
　セットアップの違いに起因および／または内臓の動きに起因する不正確さの修正、およ
び／または内臓の動きの追跡は、例えば以下のような異なる理由により確立できる。
・処置ターゲットの線形移動および回転に応じて外部治療機器を制御（例えば照射機器を
誘導すること）。
【００７３】
　本発明に係る可能な方法のステップによれば、対象身体マターの位置を確立および／ま
たは身体マターの人体または動物体における範囲を確立した後に、身体マターの位置およ
び／または範囲の確立に基づいて身体パラメータが導かれる。
【００７４】
　本発明によれば、身体パラメータは、身体に関する任意のパラメータ（例えば、温度の
ような生理学パラメータ、腹水、胆汁、血液、脳脊髄液、リンパ液、または尿の流れの流
量のような体液パラメータ、神経インパルスのような体電気化学パラメータ）として解釈
される。
【００７５】
　異なるイメージング技術により生成および／または異なるセットアップ条件下で生成さ
れた異なる画像の組み合わせが、治療または外科手術の計画時に使用される。治療または
外科手術の計画時、対象器官（例えば前立腺）のような、または対象組織（例えば癌性腫
瘍）のような、または対象物質（例えば尿）のような対象身体マターが診断画像中に同定
される。この後、身体マターの位置および形状が特定されて、患者に与えられるべき治療
または外科手術の詳細が、身体マターの形状および／または位置および／または範囲に基
づいて作られる。
【００７６】
　治療または外科手術の計画時における身体マターの同定の不正確さが、治療または外科
手術時の不正確さにつながる結果、処置または外科手術が意図された対象身体マターに対
して有効にならない危険性がある。恐らくこの結果、健全な物体の外傷性影響を与えるこ
と、および／または処置中に不健全な物体の一部が処置されないかまたは適切に扱われな
いことになる。
【００７７】
　少なくとも第１画像と第２画像とを取得することにより、および３次元要素の位置を決
定して当該画像を照合することにより、当該３次元要素ひいては対象身体マターが当該画
像に等しく位置決めされる。したがって、第１タイプの医用イメージング機器の可能な利
益と、第２タイプの医用イメージング機器の他のまたは付加的な利益とが、３次元要素と
対象身体マターとの相互位置関係について少なくとも一度に同時に得られる。付加的また
は代替的に、画像取得時の異なるセットアップ条件の結果生じる画像の整合性の不正確さ
が補償される。
【００７８】
　対象身体マターの内部または少なくとも近接に位置する３次元要素をマーカーとして使
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用することにより、画像はマーカーの近くで、ひいては対象身体マターの近くで極めて正
確に照合することができる。これにより、画像における３次元要素の位置に基づいて正確
に画像を照合できる。このため、３次元要素について正確な位置に位置決めされた対象身
体マターの位置および／または形状および／または範囲もまた画像内で正確に決定される
ことが保証される。
【００７９】
　対象身体マターの内部または少なくとも近接に位置する３次元要素をマーカーとして使
用することにより、画像の異なる画質を補償することもさらに可能となる。一の画像の画
質は、その画像の焦点に依存することが多い。対象組織の内部または近くに位置する３次
元要素により複数の画像を照合することによって、それらの画像の異なる画質の改良され
た補償、および／または各画像の異なる部分の異なる画質の改良された補償ができる。
【００８０】
　異なる医用イメージング機器の異なる画像における対象身体マターの位置および／また
は形状および／または範囲をより正確に決定できれば、医師および／または医療関係者は
、癌性腫瘍のような対象身体マターを極めて正確に同定して位置を特定できる。
【００８１】
　対照的に、異なる医用イメージング機器から取得された画像を従来技術の方法によって
比較しようとすると、マーカーが人体内または動物体内に存在しないという事実、または
マーカーが、マーカー位置と対象身体マター位置との不変の相互関係を保証する位置に配
置されないという事実に起因して、マーカーと対象身体マターとの相互位置関係を正確に
確立することができない。
【００８２】
　管状内腔人工器官のような周知の３次元幾何形状を有する３次元要素であるマーカーを
使用することによって、異なる画像の照合を、異なる画像における３次元要素の自動検出
によって誘導することができる。これにより、異なる画像における３次元要素ひいては対
象身体マターの位置の照合を自動的に誘導することができる。
【００８３】
　３次元要素の寸法があらかじめわかっていれば、その３次元要素の寸法は、３次元要素
が身体内部にどのように位置していて身体内部でどのように回転しているかについて正確
な知識を与える。３次元要素の寸法をあらかじめ知ることにより、および画像においてそ
の寸法を検出できることにより、身体内部の３次元要素の正確な位置を自動的に計算でき
る。画像に確立された３次元要素の位置に関する知識はまた、対象身体マターがどこに位
置するのかについて正確な知識を与える。これは、対象身体マターおよび３次元要素が実
質的に固定された関係を有し、対象身体マターの任意の可能な動きが、３次元要素が対応
する動きにつながり、逆もまた同様だからである。
【００８４】
　これにより、画像の整合、および画像に描画された対象身体マターの整合が、患者およ
び／またはイメージング機器が複数の画像セッション間で動いても、または患者およびイ
メージング機器をセットアップする直前に動いても、当該要素の位置に基づいて正確かつ
自動的に行われる。
【００８５】
　患者の処置中に、当該要素ひいては腫瘍のような対象身体マターに治療機器の焦点を合
わせたままとなるように治療機器を調整することも同様に可能となる。
【００８６】
　当該要素に基づいて治療機器を調整できることにより、処置がより正確に行われ、治療
機器の調整がコンピュータによって自動的に行われる。
【００８７】
　また、本発明に係る方法は、以下のステップをさらに含む。
・画像に関する３次元要素の可能な動きを時間とともにモニタリングすること。
【００８８】
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　３次元要素ひいては対象身体マターの動きを時間とともにモニタリングすることにより
、画像の恒常的な整合および／または（例えば呼吸に起因する）対象身体マターの周期的
動きおよび／または治療装置の恒常的な均等化ができる。これにより、改良された処置が
できる。かかる追跡は、コンピュータによって計算および制御される。
【００８９】
　同定、確立、モニタリング、および調整のステップは自動的に行われる。モニタリング
ステップは、利用可能な機器に応じて３秒以下ごとに１回のような所定の頻度で実行して
よい。
【００９０】
　本発明によれば、３次元要素の動きをモニタリングすることは、医用イメージング機器
に応じて、５０枚／秒まで、少なくとも２－５０枚／秒まで、少なくとも１枚／秒、少な
くとも１２枚／分、または少なくとも２枚／分の画像を生成することによって行われる。
【００９１】
　上述の頻度でサンプリングすることにより、３次元要素ひいては対象身体マターの可能
な動きは、ほぼリアルタイムで３次元要素ひいては対象身体マターの動きを追跡すること
ができる。
【００９２】
　したがって、身体および／または当該要素の可能な動きを使用して、３次元要素の可能
な動きに応じて画像を調整することにより、連続画像を均等化することができる。連続イ
メージング時に、イメージング機器を調整して３次元要素ひいては対象身体マターに画像
の焦点を合わせたままにすることも同様に可能である。さらに、画像の調整は、イメージ
ング機器、患者が配置される診察台、画像の焦点等の位置の調整であってよい。
【００９３】
　加えて、身体および／または要素の可能な動きを使用して、追跡に応じた治療機器（例
えば照射機器）の調整が可能となる。
【００９４】
　追跡される動きは、照射中の患者の傾動または部分的回転のような強制的な動きであっ
てよい。当該動きは、患者の自発的または非自発的な動きであってもよい。自発的な動き
は、患者が診察台上で動くこと、または照射室内を歩き回ることであってよい。非自発的
な動きは、パーキンソン病または脳性麻痺のような運動疾患に起因する動きであってよい
。
【００９５】
　マーカーとしての３次元要素は、治療または外科手術の詳細スキームを計画するときに
作られる治療または外科手術スキームの、同定、位置決め、および生成に使用される２以
上の診断画像を照合するべく使用してよい。同じ３次元要素を、詳細スキームに応じて治
療または外科手術を行うことと、その詳細スキームを計画するべく画像を照合することの
双方に使用することは、３次元要素の再挿入または再配置の必要性なしで実現可能である
。
【００９６】
　マーカーとしての３次元要素は具体的には、放射線治療の計画時に作られる照射プロフ
ァイルの同定、位置決め、および生成のために使用される２以上の診断画像を照合するべ
く使用される。同じ３次元要素を、外照射放射線治療機器を誘導することと、放射線治療
を計画するべく画像を照合することとの双方に使用することは、３次元要素の再挿入また
は再配置の必要性なしで実現可能である。
【００９７】
　本発明の一側面によれば、３次元要素は、組織に埋め込まれるのではなく、人体内また
は動物体内に既存の自然キャビティ内に位置するように意図されてよい。３次元要素を既
存の自然な身体キャビティに位置させることにより、潜在的な組織損傷および患者が当該
要素を感じることに関する危険性はなくなるか、または患者の組織に埋め込まれる埋め込
み可能マーカーと比べ少なくとも最小化される。
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【００９８】
　加えて、本発明の一側面によれば、３次元要素の挿入は、身体の組織に全くまたは少な
くとも実質的に穿通させずに身体の自然の開口を介して行ってよい。このようにしてマー
カーとしての３次元要素を挿入することは、侵襲的外科手術を必要としない。このため、
かかる外科手術に関する危険性はなくなるか、または皮膚表面および／または組織への侵
入により挿入される埋め込み可能マーカーと比べ少なくとも最小化される。
【００９９】
　さらに、本発明に係る方法の一側面によれば、身体の組織に全くまたは少なくとも実質
的に穿通させずに身体の自然の開口を介して３次元要素を撤収するステップが用いられて
よい。自然のキャビティまたは開口を介して３次元要素を撤収することにより、３次元要
素の除去は侵襲的外科手術なしで行われ、かかる外科手術に関する危険性はなくなるか、
または皮膚表面および／または組織への侵入により挿入される埋め込み可能マーカーと比
べ少なくとも最小化される。
【０１００】
　したがって、３次元要素は、自然のキャビティ内に挿入されるとき、当該キャビティは
身体の自然の開口なので、周囲の組織に損傷を与えない。したがって、当該要素は、身体
内部に固定されるべく組織に穿通されることがない。３次元要素がキャビティ内部を動く
ことがないように、３次元要素は、少なくとも一部がキャビティ内部に当接することによ
って固定されてよい。
【０１０１】
　３次元要素は、人体内または動物体内の３次元要素の実際に意図される位置に応じて、
異なる幾何学的特性を有してよい。付加的または代替的に、３次元要素は、異なる画像に
おけるマーカーとしての使用とは別に、人体内または動物体内での３次元要素の実際に意
図される使用に応じて異なる物理的特性を有してよい。幾何学的特性および物理的特性の
可能性を以下に述べる。
【０１０２】
　すなわち、３次元要素は、３次元要素が配置されるキャビティ内部の液体、気体、また
は固体の通過を可能とする形状を有してよい。これにより、治療または外科手術がキャビ
ティ周囲の身体マターの膨張を生じさせることがあっても、キャビティ内部の液体、気体
、または固体（例えば、尿道内の尿、静脈内の血液、腸の腸内ガス、気管内または肺内の
息、腸内の固形の大便）の自然な流れが維持される。
【０１０３】
　３次元要素は、キャビティ内で解放された場合、３次元要素の位置を対象身体マターに
対する相対位置にに固定するべく、キャビティ内部からキャビティに向かって拡張可能で
ある。同様に、治療または外科手術がキャビティ周辺の身体マターのいくらかの膨張を生
じさせることがあっても、液体、気体、または固体（例えば、尿道内の尿、静脈内の血液
、腸の腸内ガス、気管内または肺内の息、腸内の固形の大便）の自然な流れが維持される
。
【０１０４】
　さらに、少なくとも１つの統合３次元要素が配置されるキャビティを拡張させることに
よって、当該３次元要素はキャビティ内で動くことなくキャビティ内部に確実に配置され
る。３次元要素のとげが付いた形状のような任意の固定手段が不要なので、当該要素はキ
ャビティ内部に損傷を与えることなく容易に除去される。
【０１０５】
　３次元要素は、３次元要素が配置されるキャビティ内部の液体、気体、または固体の通
過を可能とする管形状でよい。管形状により、照射およびその結果生じ得る膨張の間もキ
ャビティは開いたままに維持される。
【０１０６】
　３次元要素は、管状内腔人工器官であってよい。したがって３次元要素は、狭くなった
尿道または尿管を拡張するといった他の目的のために身体内部にすでに配置されていてよ
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い。３次元要素により、処置セッションおよび照射の結果生じ得る膨張の間もキャビティ
は開いたままに維持される。３次元要素は、少なくとも３０日の期間はキャビティ内にと
どまることができるので、処置が数時間、数日間、または数週間に分割されても、処置セ
ッションの全期間、液体、気体、または固体を浸透させるべくキャビティを開いたままに
することができる。
【０１０７】
　実質的に管状の内腔人工器官である少なくとも１つの統合３次元要素によれば、３次元
要素は、液体、気体、または固体の浸透に開放されて３次元要素が挿入されるキャビティ
を保持するための付加的なカテーテルの必要性を低減する。
【０１０８】
　本発明のさらに他の側面においては、当該少なくとも１つの統合３次元要素は、少なく
とも１つのワイヤのらせんコイルであってよい。これにより、３次元要素を、ワイヤを引
いて当該要素が挿入された自然のキャビティまたは開口を通して撤収することができる。
【０１０９】
　３次元要素は、従来の内視鏡機器を用いて当該３次元要素を挿入および／または撤収で
きる設計を有してよい。３次元要素は、３次元要素が人体または動物体のキャビティに挿
入されるときに折りたたまれ、３次元要素が人体または動物体のキャビティに配置された
ときに拡張する、折りたたみ可能設計を有してよい。
【０１１０】
　３次元要素が身体キャビティ内に挿入される場合、当該キャビティは、少なくとも１つ
の周囲壁を有してよく、本発明によれば、当該少なくとも１つの統合３次元要素は、当該
３次元要素が挿入される際の折りたたみ可能設計を有してよい。また、その３次元要素は
、キャビティ内で解放されると当該キャビティの周囲壁に向かって拡張可能な設計を有し
てよい。折りたたみ可能設計により、挿入が行われる自然のキャビティの内壁への影響を
低減することができる。折りたたまれた状態では、当該要素は実質的に直線の範囲を有す
る。拡張した状態では、当該要素は、恐らくは直線の範囲から３次元範囲に変化する。
【０１１１】
　本発明とともに装置が与えられてよい。この装置は、上述の方法のいずれかによる方法
を行うことができる。この装置は、３次元要素を同定する手段、３次元要素および／また
は治療もしくは外科手術機器の仮位置を確立する手段、当該要素の可能な動きをモニタリ
ングする手段、および／または、その動きに応じて治療もしくは外科手術機器または人体
もしくは動物体を調整する手段を含む。
【０１１２】
　一側面では、３次元要素を同定する手段は、画像検出のためのコンピュータプログラム
であってよい。３次元要素の仮位置を確立する手段もまた画像検出のためのコンピュータ
プログラムであってよい。
【０１１３】
　治療または外科手術機器は、腫瘍を処置する照射機器のような、身体マターの治療また
は外科手術処置のための従来機器であってよい。当該要素の可能な動きをモニタリングす
る手段は、照射機器のような治療もしくは外科手術機器を調整する手段への、または、そ
の動きに応じて人体または動物体を調整する手段への、コンピュータ送信信号であってよ
い。
【０１１４】
　３次元要素は、生物学的適合材料（例えばポリマー）、生物学的材料、または金属（例
えば、ステンレス鋼、チタン、白金、パラジウム、ニッケル－チタン等の合金）、または
これらの材料のいずれかの組み合わせから作られてよい。かかる生物学的適合材料の３次
元要素を適用することにより、３次元要素は、人体または動物体のキャビティ内にあって
も感染を引き起こすことがない。
【０１１５】
　３次元要素は、体温より上の温度での一方向記憶効果をともなう転移温度を有する形状
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記憶合金から作られてよい。形状記憶合金を適用することにより、３次元要素はキャビテ
ィ内で拡張することができる。
【０１１６】
　本発明の他の側面において、当該少なくとも１つの統合３次元要素は、体温より上の転
移温度、好ましくは３７°Ｃから５０°Ｃの転移温度を有する形状記憶合金から作られて
よい。３７°Ｃから５０°Ｃの転移温度を有する形状記憶合金を使用することにより、そ
うでなければ感染または損傷身体マターを生じさせ得るやけどが身体内部の周囲に生じな
い。
【０１１７】
　体温は、本発明に係る方法の適用時の、人体または動物体の温度として解釈される。当
該方法の適用のほとんどにおいては、人の体温は３７°Ｃ付近である。
【０１１８】
　しかしながら、体温は、人体か動物体かに応じて異なる。人よりも低い通常体温を有す
る動物もあれば、人よりも高い通常体温を有する動物もある。
【０１１９】
　また体温は、人または動物の肉体的状態に応じても異なる。人または動物が熱を引き起
こす病気を患っている場合は熱により体温が高くなり、人または動物が新生児であるか高
齢である場合や不安定血流を引き起こす病気を患っている場合は、恐らくは不安定血流に
起因して体温が低くなる。
【０１２０】
　形状記憶合金を適用することにより、３次元要素は、転移温度まで加熱されたときにキ
ャビティ内で拡張することができる。転移温度が人体または動物体の通常体温付近であれ
ば、その拡張は身体により当該要素が暖まったときに生じる。この３次元要素の広がりは
、付加的な熱の適用なしで生じる。転移温度が体温よりも上の範囲にある場合、３次元要
素を加熱することによって（例えば、転移温度よりも上の温度を有する滅菌水または同様
の流体のフラッシングによって）拡張が得られる。
【０１２１】
　代替的にまたは付加的に、３次元要素は、体温よりも低い温度で、好ましくは３７°Ｃ
よりも低い温度で、より好ましくは２０°Ｃより低く５°Ｃよりも高い温度で手により塑
性変形可能な材料から作られてよい。手によって塑性変形可能な材料を使用することによ
り、医師の手で力を加えるで３次元要素を容易に撤収することができる。また、３次元要
素は、当該３次元要素の撤収時には小さいサイズに変形することができる。
【０１２２】
　さらに別の方法では、３次元要素は、体温において超弾性の形状記憶合金から作られて
よい。
【０１２３】
　本発明の側面に係る医用イメージング機器は、以下のイメージング機器のいずれか一つ
であってよい。磁気共鳴スキャン（ＭＲスキャン）、核磁気共鳴スキャン（ＮＭＲスキャ
ン）、磁気共鳴画像スキャン（ＭＲＩスキャン）、コンピュータ断層撮影スキャン（ＣＴ
スキャン）、円錐ビームＣＴスキャン、ポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）、単一ポジト
ロン放射コンピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、単一ポジトロン放射断層撮影（ＳＰＥＴ
）、画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）、超音波スキャン、またはＸ線高エネルギー光子機
器もしくは高電圧機器。
【０１２４】
　本発明によれば、画像は処置用照射源のエネルギーを利用することによって取得および
処理される。これにより、他の機器の使用がもはや不要となり、コストおよび照射室内ス
ペースの実質的な量が節約される。
【０１２５】
　本発明の付加的な一側面において、画像は、処置照射ビームのエネルギーを利用するこ
とによって取得および処理される。これにより、他の機器の使用がもはや不要となり、コ
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ストおよび照射室内スペースの実質的な量が節約される。
【０１２６】
　医用マーカー要素は、身体器官または身体組織のようなターゲット身体マターにマーカ
ー要素送達システムを介して送達されてよい。マーカー要素送達システムは、身体血管等
の身体キャビティを通して、またはターゲット器官もしくは組織の近くにもたらされる細
長い装置であってよい。マーカー要素が所定位置に置かれると、マーカー要素送達システ
ムは、当該マーカー要素が所定位置にとどまっている間に撤収される。マーカー要素送達
システムは特に、マーカー要素および／または身体器官および／または身体組織および／
またはマーカーが配置される身体キャビティおよび／またはマーカー要素送達システムが
挿入および撤収される可能な身体開口の形状のような、異なるパラメータに応じて設計さ
れる。かかるマーカー要素送達システムの使用により、医療関係者は、迅速かつ非侵襲的
にマーカーの位置決めを行うことができる。
【０１２７】
　３次元マーカーによる２以上の診断画像の照合が有利となり得る可能な用途には、以下
の非網羅的な用途がある。
【０１２８】
・外部放射線治療処置（すなわち、他のタイプの画像よりも一のタイプの画像で検出する
ことが容易な組織および／または身体部分のような所定の身体マターの影響が存在する、
ビーム装置その他の医療用途によるもの）の計画。
【０１２９】
・他のタイプの画像よりも一のタイプの画像で検出することが容易な組織および／または
身体部分のような所定の身体マターの影響が存在する近接照射療法その他の医療用途を含
む、内部放射線治療処置の計画。
【０１３０】
・患者の生体構造の解剖学的変化（例えば、癌腫瘍その他の異物等の対象組織のような、
もしくは肝臓その他の比較的重要な身体器官等の対象身体器官のような、または身体パラ
メータ（例えば脳の所定部分からの神経インパルス）のような所定の身体マターの成長も
しくは収縮）についてのフォローアップ。
【０１３１】
・例えば、癌腫瘍その他の異物等の対象組織のような、もしくは肝臓その他の比較的重要
な身体器官等の対象身体器官のような、または身体パラメータ（例えば脳の所定部分から
の神経インパルス）のような所定の身体マターの内的な動きについての処置、外科手術、
または診断時のフォローアップ。
【０１３２】
・例えば処置セッションの可能なゲーティングを使用するための、呼吸の動きおよび／ま
たはリズムの調査。
【０１３３】
・画像を取得する際の、内臓の動きの追跡および／またはセットアップの違いに起因する
不正確さの修正による、外部治療機器（例えば照射機器）の誘導。
【０１３４】
　本発明に係る方法は、人体外または動物体外に位置する治療機器を誘導する方法ととも
に使用してもよい。例えば、以下の外照射放射線治療機器が使用される。しかしながら、
当該方法は他のタイプの治療機器のために使用されてもよい。当該誘導方法は以下のステ
ップを含む。
・人体または動物体のキャビティ内の所定位置にあって画像において可視の少なくとも１
つの統合３次元要素を画像において同定するステップ、
・画像において可視の当該少なくとも１つの統合３次元要素の仮位置を画像において、基
準に対して確立するステップ、
・照射機器の仮位置を基準に対して確立するステップ、
・当該少なくとも１つの統合３次元要素の基準に対する位置に対応して、照射機器を基準
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に対して調整するステップ。
【０１３５】
　画像内で可視の少なくとも１つの統合３次元要素を画像において同定するステップの間
、当該少なくとも１つの統合３次元要素は所定位置にある。画像内で可視の少なくとも１
つの統合３次元要素を画像において同定するステップに先立ち、付加的なステップは、当
該少なくとも１つの統合３次元要素を人体または動物体のキャビティ内に挿入することで
あってよい。
【０１３６】
　障害組織の位置に対して当該少なくとも１つの統合３次元要素の位置を同定することに
より、その後、障害組織の位置は当該３次元要素の位置の確立に基づいて確立される。こ
れは、当該３次元要素が同定可能なあらゆる種類の画像において障害組織が同定されるわ
けではないという事実により、有利である。２次元画像において当該３次元要素の位置を
確立することができるので、当該要素および当該障害組織が人体または動物体に対して同
時に動くという事実によって障害組織の正確な位置が確立される。
【０１３７】
　３次元要素の寸法があらかじめわかっており、その寸法により、当該３次元要素の２次
元画像に基づいて、当該３次元要素が身体内部でどのように配置されているのか、および
恐らく身体内部でどのように回転されているのかが正確にわかる。３次元要素の寸法があ
らかじめわかっていることにより、およびその寸法を画像内で検出できることにより、身
体内部の３次元要素の正確な位置が計算できる。画像内に確立される３次元要素の位置に
関する知識により、障害組織がどこに位置するのかが正確にわかる。これは、障害組織お
よび３次元要素が、実質的に固定された関係にあることがわかっているからである。障害
組織の可能な動きによって、３次元要素の対応する動きが得られ、逆もまた同様である。
【０１３８】
　これにより、患者が診察室と照射室とで移動し、患者および照射用治療機器のセットア
ップ直前に移動したとしても、当該要素の位置に基づいて障害組織の位置決めが正確に行
われる。同様に、当該要素ひいては腫瘍のような患者の障害組織に照射機器の焦点を合わ
せたままにするべく、患者の照射中に当該機器を調整することができる。
【０１３９】
　当該要素に基づいて照射機器を調整することができるので、より正確に照射を行うこと
ができ、照射機器の調整をコンピュータで自動的に行うことができる。
【０１４０】
　さらに、より正確に照射できることにより、障害組織を取り囲む組織に損傷を与えるこ
となく患者に高い総照射線量を受けさせることができる。その結果、患者に同じ許容線量
（ｒｅｆｒａｃｔｏｒｙ　ｄｏｓｅｓ）でより多くの回数の照射を受けさせて障害組織を
より効果的に除去することができる。または患者により、高い許容線量でより少ない回数
の照射を受けさせて健常組織に損傷を与えることなく障害組織をより効果的に除去するこ
とができる。
【０１４１】
　加えて、本発明に係る方法はさらに、人体外または動物体外に位置する照射機器を調整
する方法とともに使用してよい。当該方法は以下のステップを含む。
・照射機器に対して３次元要素の可能な動きをモニタリングするステップ、
・３次元要素の可能な動きに応じて照射機器を調整するステップ。
【０１４２】
　これにより、身体および／または当該要素の可能な動きが、当該少なくとも１つの統合
３次元要素の可能な動きに応じて照射機器を調整することにより均等化されるので、上述
の不正確さはますます低減される。同様に、当該３次元要素ひいては腫瘍のような患者の
障害組織に照射機器の焦点を合わせたままにするべく、照射中に当該機器を調整すること
ができる。さらに、照射機器の調整は、照射機器の位置の、患者が位置する診察台の、照
射源の出力の、ビームの焦点の、照射ビームの強度の、照射ビームの形状を変更するプレ
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ートまたはシールドの動きの、およびその他の調整であってよい。
【０１４３】
　加えて、照射機器の調整はさらに、照射中の任意の動きに対する照射ビームの偏向また
は集束であってよい。かかる動きは、照射中の患者の傾動または部分的な回転のよう強制
的な動きであってよい。当該動きはまた、患者の自発的または非自発的な動きであっても
よい。自発的な動きは、患者が診察台上で動くこと、または照射室内を歩き回ることであ
ってよい。非自発的な動きは、パーキンソン病または脳性麻痺のような運動疾患に起因す
る動きであってよい。
【０１４４】
　照射機器を照射中に調整できることの利益は、身体を異なる角度から照射できることに
ある。これにより、障害組織周囲の健常である得る組織を照射するという不利益が最小化
される。さらに、調整は、所定の重要健常組織の照射を避けるべく行われてよい。照射機
器の調整はまた、所定角度からの照射を受ける健常組織の照射制限を越えることを防止す
べく、所定角度からの照射の総線量の制限であってよい。
【０１４５】
　同定、確立、モニタリング、および調整のステップは自動的に行われる。モニタリング
ステップは、利用可能な機器に応じて３秒以下ごとに１回のような所定の頻度で実行して
よい。
【０１４６】
　本発明によれば一般に、照射機器の誘導に関するだけではない。異なる側面および利益
は以下に開示される。
【０１４７】
　一側面において、基準は、身体のキャビティ内に挿入されている３次元要素の事前画像
であってよい。かかる事前画像は便宜上、腫瘍のような対象身体マターが検出されて対象
身体マターの位置および／または形状が患者の予備検査時に確立された画像であってよい
。
【０１４８】
　他の側面において、当該少なくとも１つの統合３次元要素の事前画像はまた、当該３次
元要素から取得された最新の画像、または治療もしくは外科手術の前に患者をセットアッ
プするべく取得された画像であってよい。
【０１４９】
　加えて、本発明の一側面によれば、３次元要素の挿入は、身体の組織に全くまたは少な
くとも実質的に穿通させずに身体の自然の開口を介して行ってよい。このようにしてマー
カーとしての３次元要素を挿入することは、侵襲的外科手術を必要としない。このため、
かかる外科手術に関する危険性はなくなるか、または少なくとも最小化される。
【０１５０】
　さらに、本発明に係る方法の一側面によれば、身体の組織に全くまたは少なくとも実質
的に穿通させずに身体の自然の開口を介して３次元要素を撤収するステップが用いられて
よい。自然のキャビティまたは開口を介して３次元要素を撤収することにより、３次元要
素の除去は侵襲的外科手術なしで行われ、かかる外科手術に関する汚染の危険性はなくな
るか、または少なくとも最小化される。
【０１５１】
　したがって、３次元要素は、自然のキャビティ内に挿入されるとき、当該キャビティが
身体の自然の開口なので、周囲の組織に損傷を与えない。したがって、当該要素は、身体
内部に固定されるべく組織に穿通されることがない。３次元要素がキャビティ内部を動く
ことがないように、３次元要素は、少なくとも一部がキャビティ内部に当接することによ
って固定されてよい。
【０１５２】
　有利なことに、人体外または動物体外に位置する照射機器のような治療または外科手術
機器を調整する方法とともに本発明が用いられると、当該照射機器のような治療または外
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科手術機器のモニタリングおよび調整を、身体マター（例えば腫瘍のような障害組織）の
照射のような治療または外科手術処置中に行うことができる。
【０１５３】
　本発明の他の側面において、当該少なくとも１つの統合３次元要素は、実質的に管状の
内腔人工器官であってよい。
【０１５４】
　加えて本発明によれば、当該少なくとも１つの統合３次元要素の動きの可能なモニタリ
ングは、医用イメージング機器に応じて、５０枚／秒まで、少なくとも２－５０枚／秒ま
で、少なくとも１枚／秒、少なくとも１２枚／分、または少なくとも２枚／分の画像を生
成することによって行われる。
【０１５５】
　上述の頻度でサンプリングすることにより、３次元要素ひいては障害組織の可能な動き
がほぼ即座に均等化されてよい。当該方法はほぼ連続的に行われるので、健常組織の上記
損傷を実質的に低減することができる。
【０１５６】
　本発明によれば、各画像は、２次元投影画像または３次元画像でよい。ここで、画像は
医用イメージング機器によって取得および処理される。
【０１５７】
　さらに、人体外または動物体外に位置する照射機器を調整する方法とともに本発明が用
いられると、患者は不要な照射を受けることがない。照射線量が計算される場合、腫瘍の
ような障害組織の範囲を確立する画像を生成するための患者の照射も含まれる。当該線量
は、周囲の健常組織が回復不能な損傷を受けることがないように計算される。これにより
、患者の照射は、単に検査画像を生成するためだけでなく、患者を正しい領域で処置する
ために使用される。
【０１５８】
　障害組織の照射のための機器と同じ機器を使用することにより、画像を取得する必要が
ある場合に機器を前後に変更するための時間が節約される。
【０１５９】
　人体外または動物体外に位置する照射機器のような治療または外科手術機器を調整する
方法とともに本発明が用いられると、照射源用電力を生成するべくエネルギー源からの電
気エネルギーを利用することによって画像を取得および処理することができる。
【０１６０】
　少なくとも１つの統合３次元要素は、従来の内視鏡機器を用いて当該３次元要素を挿入
および／または撤収できる設計を有してよい。３次元要素の挿入および／または撤収中に
従来の内視鏡機器を使用できることにより、付加的な機器のコストが節約され、３次元要
素の挿入または撤収中の異なる機器を利用するごとに変更する時間が低減される。
【０１６１】
　３次元要素が身体キャビティ内に挿入される場合、当該キャビティは、少なくとも１つ
の周囲壁を有してよく、本発明によれば、当該少なくとも１つの統合３次元要素は、当該
３次元要素が挿入される際の折りたたみ可能設計を有してよい。また、その３次元要素は
、キャビティ内で解放されると当該キャビティの周囲壁に向かって拡張可能な設計を有し
てよい。折りたたみ可能設計により、挿入が行われる自然のキャビティの内壁への影響を
低減することができる。折りたたまれた状態では、当該要素は実質的に直線の範囲を有す
る。拡張した状態では、当該要素は、恐らくは直線の範囲から３次元範囲に変化する。
【０１６２】
　本発明とともに装置が与えられてよい。この装置は、上述の方法のいずれかによる方法
を行うことができる。この装置は、３次元要素を同定する手段、３次元要素および／また
は治療もしくは外科手術機器の仮位置を確立する手段、当該要素の可能な動きをモニタリ
ングする手段、および、その動きに応じて治療もしくは外科手術機器または人体もしくは
動物体を調整する手段を含む。
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【０１６３】
　３次元要素を同定する手段は一側面では、画像検出のためのコンピュータプログラムで
あってよい。３次元要素の仮位置を確立する手段もまた画像検出のためのコンピュータプ
ログラムであってよい。
【０１６４】
　治療または外科手術機器は、腫瘍を処置する照射機器のような、身体マターの治療また
は外科手術処置のための従来機器であってよい。当該要素の可能な動きをモニタリングす
る手段は、照射機器のような治療もしくは外科手術機器、またはその動きに応じて人体ま
たは動物体、を調整する手段へのコンピュータ送信信号であってよい。
【０１６５】
　医用マーカー要素は、身体器官または身体組織のようなターゲット身体マターにマーカ
ー要素送達システムを介して送達されてよい。マーカー要素送達システムは、身体血管等
の身体キャビティを通して、またはターゲット器官もしくは組織の近くにもたらされる細
長い装置であってよい。マーカー要素が所定位置に置かれると、マーカー要素送達システ
ムは、当該マーカー要素が所定位置にとどまっている間に撤収される。マーカー要素送達
システムは特に、マーカー要素および／または身体器官および／または身体組織、または
マーカーが配置される身体キャビティおよび／またはマーカー要素送達システムが挿入お
よび撤収される可能な身体開口の形状のような、異なるパラメータに応じて設計される。
かかるマーカー要素送達システムの使用により、医療関係者は、迅速かつ非侵襲的にマー
カーの位置決めを行うことができる。
【０１６６】
　以下、本発明を添付の図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【０１６７】
【図１】外科手術により人体の組織を通して挿入される従来技術のマーカーを示す。
【図２】腫瘍を取り囲む組織に挿入された３つの従来技術のマーカーを示す。
【図３】照射機器を示す実施例において、治療または外科手術機器の下で診察台に横たわ
る人体を示す。
【図４】自然のキャビティすなわち男性の尿道に挿入された３次元要素を示す。
【図５】図４に示す３次元要素のＸ線画像を示す。
【図６】他の３次元要素のＸ線画像を示す。
【図７】自然のキャビティすなわち男性の尿道に挿入された３次元要素を示す。
【図８】３次元要素の例を示す。
【図９】３次元要素の他の例を示す。
【図１０】３次元要素の他の例を示す。
【図１１】３次元要素の他の例を示す。
【図１２】超高電圧機器から取得された画像における３次元要素の例を示す。
【図１３】超高電圧機器から取得された画像における３次元要素の例を示す。
【図１４】３次元要素を中央に有する、ＣＴスキャンにより取得された画像の融合を示す
。
【発明を実施するための形態】
【０１６８】
　図面は概略的であり、説明を目的として示される。
【０１６９】
　図１は、侵襲的外科手術を用いた皮膚を通しての従来技術マーカーｍの挿入を示す。挿
入は、腫瘍のような障害組織ｄの位置を、腫瘍ｄの照射位置を決めるべく取得された画像
内で特定するために行われる。図２に示すように挿入されると、３つ以上のマーカーｍは
、照射機器に対して位置決めされ、照射源が所定期間オンとなる。その照射期間の後、照
射は中断される。周囲の健常組織が新たな照射に耐えられるようにするべく少なくとも数
日の期間が経過した場合は、腫瘍ｄの照射が続けられてもよい。照射期間中、照射機器は
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、この放射中の腫瘍の任意の動きを補償するべく調整されることが一度もない。
【０１７０】
　図１および２に示す従来技術のマーカーは、２つの照射期間の間でかなり動き得る。こ
の場合、より多くのマーカーを挿入する必要がある。
【０１７１】
　本発明の記載
　従来技術の方法よりも高い精度で異なる画像を照合、整合、および比較できるので、異
なるイメージング機器で取得された、恐らくは異なる画像モダリティで取得された異なる
画像を組み合わせることができる可能性が高くなる。そして、異なる時刻で取得された画
像内で時間に伴う進展を追跡できる可能性が高くなる。異なるイメージング機器で取得さ
れた、恐らくは異なる画像モダリティで取得された画像を組み合わせることにより、対象
身体マターの改良された同定（例えば、外照射放射線治療機器で照射される癌性組織の同
定）ができる。異なる時刻に取得された画像内で時間に伴う進展を追跡することにより、
身体マターの動きおよび／または成長／収縮の追跡ができる。これにより、良好な診断（
例えば、癌性腫瘍の成長の追跡、または患者の呼吸周期による癌性腫瘍の動きの追跡）が
できる。
【０１７２】
　本発明の以下の説明において、癌性腫瘍の同定、当該癌性腫瘍に送達される照射処置の
詳細の計画、および当該癌性腫瘍の動きの追跡は、本発明が当てはまり得るいくつかの例
の１つとして用いられる。
【０１７３】
　本発明に係る方法による画像の照合に係る可能な他の用途は、以下の非網羅的な用途リ
ストであってよい。
【０１７４】
・複数画像間のセットアップの違いによる不正確さの低減。照射による治療のような一例
において、不正確さの結果、ターゲット組織のみを照射すること、または照射強度を制御
することが困難となり得る。診断の一例において、不正確さの結果、医療的に安全な診断
を行うこと、または十分に迅速な診断を行うことが困難となり得る。外科手術の一例にお
いて、不正確さの結果、複雑な外科手術を行うこと、または狭いスペース内で外科手術を
行うことが困難となり得る。
【０１７５】
・不要な体内要素の同定（例えば、癌腫瘍の位置およびサイズ、外殻または結石の位置お
よびサイズ、異物または１つ以上の特徴の位置およびサイズ）。
・異なる角度からの恐らくは異なる画像に基づく、処置および／または処置ターゲット同
定の計画（例えば照射処置の計画、または診断中の処置ターゲットの同定）、または外科
手術中の外科手術プロセスの計画。
【０１７６】
・整形外科損傷（骨折、関節骨折、または関節脱臼）の同定および／または診断（例えば
、身体内の小骨折の同定、または物理的に複雑な関節の骨折または脱臼の正しい処置の診
断）。
【０１７７】
・体内腔の可能な閉塞（例えば、外殻または異物による尿路閉塞、外殻による心血管閉塞
等）の同定。
【０１７８】
　本発明に係る方法による画像比較に関する可能な用途は、以下の網羅的ではない用途リ
ストのとおりである。
【０１７９】
・身体マターの成長または収縮の追跡（例えば、癌性腫瘍の望ましくない成長の追跡もし
くは照射治療中の癌性腫瘍の意図された収縮の追跡）、または肝硬変の望ましくないさら
なる収縮）、または治療済み肝硬変のような内臓の意図された成長の追跡。
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【０１８０】
・心血管腔の成長または収縮の追跡（例えば、血管の望ましくない狭窄収縮の追跡もしく
は治療中の血管狭窄の意図された成長の追跡、または尿道の望ましくないさらなる収縮）
、または心臓の心室のもしくは肺の体積の意図された成長の追跡。
【０１８１】
・異物、寄生虫等の動きの追跡（例えば、望ましくない胆石の追跡またはワームのような
腸内寄生虫の追跡）。
【０１８２】
・参照画像取得と現行画像取得との間のセットアップの違いに起因する不正確さ（例えば
、患者のベッドのような外部要素が基準として使用される場合の異なる回の処置間で生じ
る不正確さ、または第１イメージング機器の参照画像と第２イメージング機器の他の参照
画像との間で生じる不正確さ）の修正。
【０１８３】
・参照画像取得と現行画像取得との間の内臓の動き（例えば、吸息および呼息中に動く内
臓、または当該内臓を画像化する一時点と当該内臓を画像化するその後の時点との間で動
いた内臓）に起因する不正確さの修正。
【０１８４】
　本発明の以下の説明において、癌性腫瘍の同定、当該癌性腫瘍に送達される照射処置の
詳細の計画、および当該癌性腫瘍の動きの追跡は、本発明が当てはまり得るいくつかの例
の１つとして用いられる。以下、上述の全ての例の中および用途のさらなる例の中の一例
として照射処置の計画が用いられるが、これは、当業者であれば本発明に係る方法の用途
として予想できる。
【０１８５】
　以下、腫瘍６は、障害組織の例として用いられる。しかし、上述の機器誘導方法を用い
る場合、腫瘍以外の他のタイプの障害組織もまた、照射機器の誘導中に処置できる。また
、上述の照射誘導のような機器操作方法を用いる場合、障害組織以外の対象身体マターも
、治療または外科手術機器の操作中に治療または外科手術によって処置を受けることがで
きる。
【０１８６】
　上述のように、本発明を、対象身体マターの例としての癌性腫瘍を参照して以下に説明
する。しかし、既に述べたように、本発明によれば、身体マターは身体に関する任意のマ
ター（例えば、前立腺のような身体器官、腫瘍のような身体組織、または尿のような身体
物質）として解釈される。また、本発明は身体マターに限られるものではなく、身体パラ
メータに関しても適用できる。既に述べたように、本発明によれば、身体パラメータは、
身体に関する任意のパラメータ（例えば、温度のような生理学パラメータ、尿の流量のよ
うな体液パラメータ、神経インパルスのような体電気化学パラメータ等）として解釈され
る。
【０１８７】
　さらに、上述のように、本発明を、処置の方法および機器の例としての照射および照射
機器を参照して以下に説明する。しかし既に述べたように、本発明によれば処置は、他の
タイプの治療処置または外科手術処置（例えば、近接照射療法による治療処置、血管等の
身体ガス、液体、もしくは固体の流れのための管の処置等）であってよい。可能なタイプ
の外科手術処置は、近接照射療法での使用のための照射エージェントの挿入、生検のため
の外科手術機器の挿入、受精処置のための外科手術機器の挿入、身体の任意の部分での外
科手術中の外科手術機器の誘導等であってよい。
【０１８８】
　したがって、対象身体マターとしての癌性腫瘍という具体例、治療または外科手術によ
る処置方法としての照射という具体例、および、治療または外科手術による処置機器とし
ての照射機器という具体例は、特許請求の範囲による保護範囲を限定するものとして解釈
してはならない。
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【０１８９】
　図３に示すように、患者１が癌を有することについて診断を受けている場合、癌は通例
、障害身体マターの形態すなわち障害組織６（例えば腫瘍６）で患者の身体内部に位置す
る。障害組織は結果的に、前立腺のような障害器官となる。患者が照射治療による処置を
受けることを意図する場合、送達されるべき照射の詳細を計画するステップが行われるの
が通例である。与えられるべき照射の詳細を計画することは、癌性腫瘍の中およびその周
辺の身体マターを描画する画像に基づくのが通例である。
【０１９０】
　与えられるべき照射の詳細を計画することの１つの重要な部分は、送達されるべき照射
のためのターゲットの形態を決めることである。送達されるべき照射プロファイルのター
ゲットは、癌性腫瘍として同定される組織と、癌性腫瘍としてのその同定される組織周囲
のマージンとを含むのが通例である。このマージンは、計画画像中の癌性腫瘍の同定にお
ける任意の不正確さを補償するべく、および照射処置の実際の送達における任意の不正確
さ（例えば、照射機器および患者を処置セッション開始前に計画されたそのままに配置す
ることに含まれる任意の不正確さ）を補償するべく適用される。
【０１９１】
　癌性腫瘍の同定における不正確さを少しでも制限すること、および照射機器および／ま
たは患者の精密な配置に含まれる不正確さを少しでも制限することにより、これらの不正
確さを補償するマージンを低減することができる。したがって、かかる不正確さの制限に
より、患者への副作用が潜在的に少ない改良された処置ができる。
【０１９２】
　与えられるべき照射の詳細を計画するための画像４が検討される。腫瘍６は、患者１の
実際の処置の前に画像４において位置決めされる。一連の画像４は、腫瘍６の範囲を確立
するべく取得されてよい。本発明の一側面において、ＭＲスキャン技術またはＸ線ＣＴス
キャン技術を用いて一連の画像４を生成することにより３次元要素７の位置が決定される
。腫瘍の範囲を確立する場合であって、なんら要素が患者１の身体にまだ配置されていな
い場合は、腫瘍６のマーカーとして適切な３次元要素７が患者１に画像を取得する前に挿
入される。他の場合において、腫瘍の範囲を確立するときには、腫瘍６のマーカーとして
適切な要素が既に患者１の身体に配置されている。３次元要素は、処置される腫瘍６から
所定距離以内、または処置される体積内部の位置に挿入されるかまたは存在する。前立腺
内部の腫瘍６を照射する場合、３次元要素７は通例、尿道前立腺部の内部に配置される。
したがって、図４、５、６、７、１２、１３、および１４に示すように、処置される領域
６の直近に存在する。
【０１９３】
　３次元要素が患者の癌性腫瘍内の位置または癌性腫瘍近くの位置に挿入される場合、お
よび、３次元要素が、癌性腫瘍との相互関係において動く患者の身体内の位置に配置固定
されていることがわかっている場合、３次元要素を使用して、処置ターゲットを同定する
べくまたは照射の詳細を計画するべく意図された複数の診断画像を照合することができる
。
【０１９４】
　いくつかのイメージングタイプは、異なるタイプの身体マターの異なる情報を与えるこ
とがわかっている。したがって、所定の組織物質（例えば癌性組織）はＭＲ画像で検出す
るのが容易であり得るが、身体マターの周囲に関する他の重要な情報はＸ線ＣＴ画像で検
出するのが容易であり得る。逆もまた同様である。したがって、照射のための詳細の改良
された計画は、異なるイメージングタイプの画像の融合に基づいて（例えば、ＭＲ画像と
Ｘ線ＣＴ画像とを照合することにより）生成されてよい。
【０１９５】
　しかしながら、従来技術の方法の結果生じる既知の問題は、異なるタイプの画像の正確
な整合を生成するのが極めて困難なことが多いということである。これは、イメージング
機器および／または患者のセットアップ条件が、異なる画像取得時に全く同じとはならな
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いからである。さらに、異なる画像全てにおいて同一の点、線、面積、または体積を明確
に検出することは、その異なるイメージングタイプの異なる質および特性ゆえに難しい。
【０１９６】
　全てのタイプの画像において明確に検出可能であるという特性を有する３次元要素を、
画像取得前に患者に挿入して、個々の画像の座標系を整合させるためのマーカーとして使
用できる。この結果、異なる画像が３次元要素によって、できれば３次元で正確に整合さ
れる。３次元要素が患者の身体内の、対象身体マターとの相互関係上の位置に配置固定さ
れることがわかっているので、画像における３次元要素の整合の結果、画像における対象
身体マターの整合ができる。
【０１９７】
　イメージング機器および／または患者の異なるセットアップ条件で画像が取得されても
、時間間隔をもって画像が取得されても、および画像が異なる画質を有していても、３次
元要素に基づく画像の照合は正確となる。
【０１９８】
　照射の詳細を計画するために使用される画像の照合は、３次元要素の既知の寸法に基づ
き、コンピュータに誘導されて自動的に行われてよい。
【０１９９】
　本発明の一側面において、処置前計画画像が、後の照射セッションのための基準として
記憶されてよい。処置前計画画像において３次元要素７の位置が同定され、癌性腫瘍に対
する３次元要素の位置が記憶されて、その後に実際の照射セッション中に参照される。処
置前画像内での基準位置は例えば、３次元要素７の中央の点としてセットできる。
【０２００】
　実際の照射処置セッションが開始すると、照射機器および／または患者は、任意のイメ
ージングタイプの新たな画像を取得することによる照射の詳細な計画に従って、および、
３次元要素の位置による、この画像と処置前計画画像との照合に基づいて、意図された位
置に誘導される。この処置直前画像と処置前計画画像とを照合する場合、位置の違い、お
よび処置直前画像と処置前計画画像との間の３次元回転の違いに関する情報が、照射機器
および／または患者位置のセットアップの不正確さを補償するべく必要な情報を与える。
【０２０１】
　実際の照射セッション中の付加的な画像を取得することにより、各画像内の３次元要素
の位置に応じた画像の照合に基づいて、照射機器および／または患者位置の同様の誘導を
実際の照射セッション中に行うことができる。これにより、実際の照射プロセス中に起こ
り得る照射機器もしくは患者の何らかの動き、または内臓器官の患者身体内での動き等を
補償することができるようになる。付加画像の取得頻度が高い場合、および、画像の迅速
な自動照合が行われる場合、処置のほぼ連続的な誘導が可能となる。これにより、例えば
、肺の呼吸の動きから生じる内臓の動きに起因する癌性腫瘍の動きに応じて照射を誘導す
ることができる。
【０２０２】
　以下の説明は、本発明にかかる外照射放射線治療機器を誘導するための可能な方法を詳
細に記載する。
【０２０３】
　３次元要素７の位置は、一連の画像４を生成することにより決定される。画像４はコン
ピュータに入力される。コンピュータは、３次元要素７と腫瘍との相互関係を計算して保
存する。相互関係は、腫瘍６と３次元要素７との間の距離を確立することにより求められ
ている。この距離は、例えば骨格に対する身体内部組織の任意の種類の動きまたは身体１
全体の動きの間、固定されている。固定された距離という用語は、腫瘍６と３次元要素７
とが相互に実質的に相対移動しないということを意味する。
【０２０４】
　本発明によれば、基準に対して画像４内の３次元要素７の仮位置を確立することは、既
知の幾何学的形状（例えばコイル形状要素７の巻線間のピッチ距離、３次元要素７の構造
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転移における屈曲、３次元要素７の周囲または輪郭等）を同定することにより行われてよ
い。
【０２０５】
　引き続き、照射機器２の仮位置がコンピュータにより自動的に確立される。基準に対す
る照射機器２の仮位置を確立することは、照射機器から放射線を受ける位置から画像４の
開始点／セットアップ点までの距離を測定することにより行われてよい。これには、画像
４の平面が置かれる水準を同定することも含まれる。基準に対して照射機器の仮位置を確
立することはまた、身体内の所定の骨格が照射ヘッドに対して配置される場所を同定する
ことにより行われてよい。または、診察台と照射機器から放射線を受ける位置との相互関
係を確立することにより行われてよい。
【０２０６】
　腫瘍６を照射するべく照射機器２がアクティブになる時間の間、要素７の任意の可能な
変位がモニタリングされる。可能な動きが検出されると、要素の動きに応じて照射機器２
は、腫瘍６の照射をできる限り正確に実行するべく調整される。
【０２０７】
　この点において、照射機器２はとりわけ、患者が横たわるまたは座る診察台、照射源、
照射ビーム、およびビームの形状を画定するプレートまたはシールドを含む。
【０２０８】
　したがって、照射機器２を調整することは、照射機器２の位置を調整すること、機器２
に対して診察台５の位置を調整すること、照射源の出力を調整すること、ビーム３の焦点
を調整すること、ビーム３の強度を調整すること、ビーム３の形状を変えるべくプレート
またはシールドとの動きを調整すること等であってよい。照射機器２の調整はさらに、照
射される身体に対する照射ビーム３の偏向であってよい。
【０２０９】
　照射機器２の調整はまた、要素７が所定領域の外にあることがモニタリングされる場合
に照射源の出力を下げて、要素７が再び所定領域内にある場合に再び出力を上げることで
もよい。さらに、腫瘍６の所定領域に他領域よりも高い照射線量を与え（例えば、照射マ
ージン領域に腫瘍６自体よりも低い照射線量を与え、または人体内または動物体内の極め
て重要な所定領域に腫瘍６自体よりも低い照射線量を与え）るべく照射中に照射出力を調
整することもできる。
【０２１０】
　出力を上げたり下げたりする代わりに、照射ビームを偏向させても、照射ビームの焦点
を変えてもよい。腫瘍６の全領域を照射するためには、照射ビームを所定の移動パターン
で移動させて腫瘍６を照射する必要がある。
【０２１１】
　照射機器２に対する３次元要素７の可能な動きをモニタリングすることは、医用イメー
ジング機器に応じて、および、３次元要素７の予想される動きの頻度に基づいて、あらか
じめ選択された間隔（例えば１０－２０回／秒、１－２回／分等）で行ってもよい。
【０２１２】
　患者の照射を計画する場合には、モニタリングまたは調整のステップが照射マージンの
サイズを小さくするべく与えられるとしても、腫瘍が十分に照射されることを確実にする
べく照射マージンが使用される。
【０２１３】
　実際の照射を行う前、患者が照射診察台の上に横になっているときに、または他の何ら
かの場合に患者が照射室にいるときに、腫瘍に対して位置決めされた３次元要素７の位置
がつきとめられる。一実施例において、３次元要素７の位置は、照射機器２自体を使用し
て高電圧画像４を取得することにより確立される。３次元要素７が事前に計画されたとお
りに配置されるように、および、３次元要素７の中央に基準の中心がくるように、患者ま
たは照射機器２が配置される。これにより、基準に対する、照射機器２のおよび要素７の
仮位置とも称される開始点が確立される。
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【０２１４】
　この側面において、基準は、３次元要素７に関して腫瘍６を同定して取得された任意の
事前画像４であってよい。事前画像４はまた、３次元要素の可能な動きをモニタリングす
るべく取得された最新画像４であってよい。また、基準は、予備検査中に取得された画像
であってよい。ここで、事前画像４とは、現行画像４の前に取得される画像を意味する。
事前画像４において、３次元要素７の位置が確立される。
【０２１５】
　他の側面において、基準は、患者が照射中に配置される診察台であってよい。または、
基準は照射機器２自体であってよい。基準はまた、所定の骨格または人体もしくは動物体
の内外の他の同定可能構造物であってよい。
【０２１６】
　３次元要素７の可能な動きを自動的にモニタリングおよび検出することにより、本方法
は、確立された仮位置から３次元要素７が動くたびごとに照射機器２または患者を調整す
ることができる。これにより、例えば呼吸に起因する腫瘍の頻繁な動き、または患者によ
るわずかな動きの補償を得ることができる。これらの動きは、強制的に、患者により自発
的に、または患者により非自発的になされる。照射精度の相当な向上が達成されて、健常
組織の照射が低減される。
【０２１７】
　図１４は、３次元要素７の境界に配置される画像の中心に基づいて異なる画像４を一つ
にまとめることにより、例えば前立腺という対象組織の位置が極めて正確につきとめられ
ることを示す。
【０２１８】
　腫瘍の照射中に画像４をサンプリングすることにより、３次元要素７ひいては腫瘍６の
任意の可能な動きのモニタリングが、その動きが現れるほぼ全ての場合において瞬時に均
等化される。サンプリング頻度は、画像４を生成するのに使用される機器に応じて、１０
画像／秒以上の速さから１画像／３秒まで変化してよい。
【０２１９】
　照射機器２自体のような高電圧機器は、例えばＭＲスキャン機器よりも少ないサンプリ
ング頻度（またはサンプリング速度）を有する。しかしながら、照射機器２自体を使用す
ると他の機器は不要となる。
【０２２０】
　通例、腫瘍を３次元要素７に対して位置決めするべく第１画像４を確立するのにＸ線が
使用されるが、ＣＴスキャン機器およびＭＲスキャン機器のような他の機器も同様に使用
される。このため、３次元要素７に対する腫瘍６の位置は、患者が照射室に入る前に決定
される。
【０２２１】
　本発明の一側面において、患者自身が、照射機器のコンピュータに第１画像４を入力す
る。この第１画像４は、照射機器２のコンピュータにおける事前画像４ひいては基準とし
て信頼される。引き続き、コンピュータは、照射機器２に対する要素７の位置を確立する
ための画像を生成するべく照射機器２を制御する。次に、コンピュータが要素７の位置に
対して照射機器２を適宜調整し、人体または動物体の照射が始まる。
【０２２２】
　３次元要素７は、多くの他の理由で身体内に与えられるあらゆる種類の物体でよい。か
かる物体は、あらゆる種類の内腔人工器官でよい。これは、尿道その他の自然のキャビテ
ィ（例えば、人体内の泌尿器管、尿道、胆管、気管、腸、または血管）に配置される要素
７のように管状であることが多い。
【０２２３】
　照射される腫瘍付近に要素７が既に存在する場合、要素７は上述のように、自然のキャ
ビティ内部の液体、気体、または固体の通過を確保する。照射を受けた組織が膨張するこ
とが知られている。これは、自然のキャビティの体積を低減させることになる。管状内腔



(32) JP 2009-540972 A 2009.11.26

10

20

30

40

50

人工器官のような３次元要素７により、かかるキャビティ体積の低減を妨げることができ
る。
【０２２４】
　自然キャビティの体積低減を防止するという理由で、照射中の上記瞬時の動きを調整す
るべく照射機器２の誘導に使用できる要素７が１つ以上与えられる。
【０２２５】
　さらに本発明の他の側面において、３次元要素７は、自然のキャビティにおいて挿入お
よび撤収が可能な形状を有してよい。さらに、キャビティに挿入される場合に要素７の一
部が拡張して、キャビティの周囲壁に対して力を加えて要素７をこの位置に固定してもよ
い。本発明の他の実施例において、要素７をキャビティの周囲壁に対して固定することは
、要素７の少なくとも一部が自然のキャビティ外部の組織に少なくとも部分的に取り付け
られることによって行われてよい。または、尿管、静脈等のキャビティの長手方向におけ
る動きを阻止するロッキング機構として作用するＹ字形状、Ｉ字形状等の形状を要素７が
有することによって行われてよい。
【０２２６】
　本発明によれば、３次元要素７の例は、図４、５、７、および８に示すように、前立腺
付近の尿道への挿入に使用される管状ステントである。前立腺を通過する男性尿道の一部
にステントが配置されて、外尿道括約筋の極めて近くまで要素７の端部が拡張すると、要
素７は所定位置にとどまる。そして、括約筋の機能を妨げることなく尿の通過が可能とな
る。
【０２２７】
　要素７のワイヤ設計は、形状記憶合金の要素７は冷えていると柔らかくなるので、要素
が身体キャビティから除去または撤収される場合に特に利益がある。要素７は、らせん状
に巻かれたワイヤの任意の一部を把持した後にキャビティから当該コイルをワイヤとして
引っ張ることによって除去してよい。さらに、要素７は、コイル状のワイヤ以外の設計で
あってよい。要素７は、冷やされた要素７が超弾性となって撤収前に要素７をたたみ込む
ことにより撤収可能となるように、他の合金で作られてよい。
【０２２８】
　一種のロッキング機構を有する３次元要素７を使用するさらなる利益は、呼吸等の人体
もしくは動物体の部分的な動きの間、または図７に示すように同じ身体の全体的な動きの
間、要素７が腫瘍６とともに動くということである。腫瘍６に対する相対移動が実質的に
ないまま要素７が動くという事実により、照射機器２は、腫瘍６を正確に照射するべく３
次元要素７の可能な動きに対して調整することができる。照射機器２により生成された画
像４において、コンピュータは腫瘍６を検出することができない。これは、かかる画像４
において腫瘍６は可視ではないからである。しかし、ステンレス鋼、チタン、白金、パラ
ジウム、金、ニッケル－チタン、その他これらの合金のような金属製の３次元要素は、か
かる画像４において検出が容易である。したがって、要素７の可能な瞬時の動きもまた検
出可能であり、照射機器２はかかる瞬時の動きを均等化するべく調整可能である。
【０２２９】
　要素７はまた、いくつかの画像で検出可能な、ポリマーおよび生物学的材料のような他
の生物学的適合材料であってよい。
【０２３０】
　３次元要素７は、あらゆる種類の医用イメージング機器によって取得および生成される
画像４において検出可能なあらゆる種類の形状であってよい。この形状の結果、所定の幾
何学的構造がその画像４内に得られる。可能な動きをモニタリングするべく、所定の幾何
学的構造が画像４内に同定される。当該動きに応じ、照射機器２の調整により、身体が移
動されるか、または照射機器２の他のパラメータの位置が適切に調整される。
【０２３１】
　前立腺付近の尿道に挿入された上述の要素７を使用する場合、所定幾何学的構造は、ら
せん状に巻かれたコイルの直径、または当該コイルの巻線間のピッチ距離であってよい。
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この幾何学的構造は、いくつかの検出可能点を与えるので、コンピュータに実装される画
像処理により、画像４において自動的に検出可能である。
【０２３２】
　要素７の他の所定幾何学的構造は、図７に示す要素７の直線部分と円錐部分との角度ｖ
であってよい。または、所定幾何学的構造は、要素７の直線部分とコイルの円錐部分とが
交差する遷移点であってよい。この検出もまた、上述の検出方法と同様に、要素７の３次
元的な位置決めを与える。
【０２３３】
　要素７および他の種類の内腔人工器官は多くの場合、様々な長さで製造される。上述の
所定幾何学的構造は、ステントおよび他の内腔人工器官の長さにおけるバリエーションと
は独立である。
【０２３４】
　上述のように、３次元要素７は、上述の画像４において認識可能に画定された幾何学的
構造を与えるあらゆる種類の形状を有してよい。かかる他の形状の例を図８－１１に示す
。３次元要素７は、これらの図に示されるらせん状に巻かれた種類のコイルの代わりに、
固体壁および／または拡張可能部分、または異なる種類のロッキング機構を有する管であ
ってよい。管状要素７の壁は、交差パターン、編物パターン等の異なるパターンで巻かれ
るワイヤから作られてよい。本発明の他の側面において、３次元要素７はインプラントで
あってよい。また、基準が、かかるインプラントであってよい。
【０２３５】
　超高電圧機器という用語は、１５０ｋＶ以上、好ましくは１ＭＶ以上、および好ましく
は５０ＭＶ以下で動作するあらゆる種類の電子加速器を意味する。かかる電子加速器が、
腫瘍６を照射することで患者を処置するべく使用される照射機器２であってよい。
【０２３６】
　医用イメージング機器は、障害組織および３次元要素７の画像４を生成するべく使用可
能なあらゆる種類の機器を意味する。かかる機器は、磁気共鳴スキャン（ＭＲスキャン）
、核磁気共鳴スキャン（ＮＭＲスキャン）、磁気共鳴画像スキャン（ＭＲＩスキャン）、
コンピュータ断層撮影スキャン（ＣＴスキャン）、円錐ビームＣＴスキャン、ポジトロン
放射断層撮影（ＰＥＴ）、単一陽子放射コンピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、単一陽子
放射断層撮影（ＳＰＥＴ）、画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）、超音波スキャン、または
Ｘ線高エネルギー光子機器もしくは高電圧機器であってよい。
【０２３７】
　形状記憶合金という用語は、所定温度範囲（オーステナイトスタートからオーステナイ
トフィニッシュまで（ＡＳからＡＦまで））でマルテンサイトからオーステナイトへの転
移を有する金属として定義される。この温度範囲内（ＡＳからＡＦまで）において、３次
元要素７の拡張が始まり、全てのマルテンサイトがオーステナイトに転移した時にその拡
張は終わる。要素７は、その元の形状をこの温度範囲（ＡＳからＡＦまで）において「覚
えて」いる。他の温度範囲（マルテンサイトスタートからマルテンサイトフィニッシュま
で（ＭＳからＭＦまで））においては、合金はマルテンサイトに逆転する。この他の温度
（ＭＦ）以下では、要素７は、手により容易に変形可能である。したがって、要素７は身
体キャビティ内部で容易に変形可能であり、要素７が挿入された自然の開口を通して撤収
される。代替的に、要素は、挿入されたものとは別の自然の開口を通して撤収されてもよ
い。形状記憶合金はまた、温度作動合金とも称する。
【０２３８】
　形状記憶合金という用語はまた、体温である約３７°Ｃのような所定温度で超弾性特性
を有し、０°Ｃ以下のような他の温度で塑性を有する金属でもある。超弾性特性という用
語は、他の金属よりも極めて高い変形率まで弾性変形可能な合金を意味する。この合金は
、材料が元の形状を覚えていられる温度（ＡＳ）を必ずしも有するわけではない。
【０２３９】
　形状記憶合金は、ニッケル－チタン合金、ニッケル－チタン－コバルト合金、他の遷移
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貴金属合金、または、形状記憶特性を示す熱可塑性熱設定可能材料であってよい。ワイヤ
を加熱することは、誘導加熱、浸漬加熱、ＲＦエネルギー印加、または、３次元要素７の
領域を特定温度の流体でフラッシングすることによって行われる。

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月6日(2009.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２以上の画像における要素を同定する方法であって、
　人体または動物体のキャビティ内の所定位置にあって画像において可視の単一統合３次
元要素を、前記人体内または動物体内の対象身体マターに関連して画像において同定する
ステップと、
　第１画像において可視の前記単一統合３次元要素を前記第１画像において同定するステ
ップと、
　第２画像において可視の前記と同一の単一統合３次元要素を前記第２画像において同定
するステップと、
　前記第１画像内の前記と同一の単一統合３次元要素の位置、および前記第２画像内の前
記３次元要素の位置の決定に基づいて前記第１画像および前記第２画像を照合するステッ
プと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記第１画像と前記第２画像との照合に基づいて、前記人体内または前記動物体内の前
記対象身体マターを基準にして前記単一統合３次元要素の位置および／または範囲および
／または形状を確立するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記単一統合３次元要素の位置を同定することはまた、前記単一統合３次元要素に関連
する物理的特性であって前記要素の形状および／または前記要素の範囲のうち少なくとも
１つを決定することにも用いられる、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記２以上の画像は異なるタイプのイメージング機器により取得され、前記画像のそれ
ぞれにおける、前記単一統合３次元要素の特性であって前記要素の位置または範囲または
形状のうち少なくとも１つの決定に基づいて照合される、請求項１から３のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項５】
　前記２以上の画像は異なるセットアップ条件下で取得され、前記画像のそれぞれにおけ
る、前記単一統合３次元要素の特性であって前記要素の位置または範囲または形状のうち
少なくとも１つの決定に基づいて照合される、請求項１から４のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項６】
　前記２以上の画像は、前記画像取得間に時間間隔をおいて取得され、前記画像のそれぞ
れにおける、前記単一統合３次元要素の特性であって前記要素の位置または範囲または形
状のうち少なくとも１つの決定に基づいて照合される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記２以上の画像は、前記異なる画像における前記単一統合３次元要素の自動同定に基
づいて自動的に照合される、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　さらに多くの画像が前記画像取得間の時間間隔をおいて取得され、前記画像における前
記単一統合３次元要素の特性であって前記要素の位置または範囲または形状のうち少なく
とも１つの自動同定に基づいて自動的かつ連続的に照合される、請求項６または７に記載
の方法。
【請求項９】
　照合された前記２以上の画像内の情報に応じて処置の詳細をセットアップすることをさ
らに含む、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記対象身体マターの特性であって前記マターの位置または範囲または形状のうち少な
くとも１つを、各画像における前記単一統合３次元要素の特性であって前記要素の位置ま
たは範囲または形状のうち少なくとも１つを基準にして比較するステップをさらに含む、
請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１画像内の基準に対して、前記単一統合３次元要素の特性であって前記要素の位
置または範囲または形状のうち少なくとも１つを基準位置として使用するステップと、
　前記第２画像内の同じ基準に対して、前記単一統合３次元要素の特性であって前記要素
の位置または範囲または形状のうち少なくとも１つを、前記第１画像内の前記基準位置と
比較するステップと
　をさらに含む、請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２画像内の基準に対する前記３次元要素の特性の少なくとも１つと、前記第１画
像内の同じ基準の基準位置に対する前記３次元要素の特性の少なくとも１つとの前記比較
に応じて治療機器を誘導するステップをさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　誘導される前記治療機器は外照射放射線治療機器である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　照合された事前処置画像に基づいて処置の詳細をセットアップするために、１つ以上の
処置直前画像内または１つ以上の処置中画像内の基準に対して前記単一統合３次元要素の
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特性の少なくとも１つを前記事前処置画像内の前記基準位置と比較するために、および可
能であれば、前記治療機器を誘導するステップのために、前記単一統合３次元要素が使用
され、前記単一統合３次元要素は可能であれば前記３次元要素の再挿入または再配置なし
で使用される、請求項１０から１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記イメージング機器は、磁気共鳴スキャン（ＭＲスキャン）、核磁気共鳴スキャン（
ＮＭＲスキャン）、磁気共鳴画像スキャン（ＭＲＩスキャン）、コンピュータ断層撮影ス
キャン（ＣＴスキャン）、円錐ビームＣＴスキャン、ポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）
、単一ポジトロン放射コンピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、単一ポジトロン放射断層撮
影（ＳＰＥＴ）、画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）、超音波スキャン、またはＸ線高エネ
ルギー光子機器もしくは高電圧／超高電圧機器を含む医用イメージング機器である、請求
項１から１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記単一統合３次元要素（７）は、前記人体または前記動物体の自然身体キャビティ内
部に配置かつ固定される、請求項１から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記単一統合３次元要素（７）の少なくとも一部は、前記要素が配置される前記キャビ
ティ内部の液体、気体、または固体の通過を可能とする形状を有する、請求項１から１６
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記単一統合３次元要素は管状の内腔人工器官である、請求項１５から１６のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記単一統合３次元要素（７）は、少なくとも１つのワイヤのらせんコイルである、請
求項１４から１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記キャビティは少なくとも１つの周囲壁を有し、
　前記単一統合３次元要素（７）は、前記要素（７）が前記キャビティ内に配置される前
は折りたたまれた設計が可能であり、前記要素（７）が前記キャビティ内に配置されると
拡張された設計が可能となる折りたたみ可能設計を有する、請求項１から１９のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記単一統合３次元要素（７）は、前記第１画像および第２画像を取得する前に前記身
体（１）内に配置され、
　前記要素の配置は、前記身体のいずれの組織も実質的に穿通することなく前記身体の自
然開口を介して行われる、請求項１から２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第１画像および前記第２画像において単一統合３次元要素を同定する画像取得機器
と、
　前記第１画像および前記第２画像において前記単一統合３次元要素の位置を同定する画
像処理機器と、
　前記第１画像と前記第２画像とを、前記第１画像における前記と同一の単一統合３次元
要素の少なくとも位置、および、前記第２画像における前記と同一の単一統合３次元要素
の少なくとも位置の決定に基づいて照合する画像処理機器と
　を含む、請求項１から２１のいずれか一項に記載の方法を行うシステム。
【請求項２３】
　前記イメージング機器は、磁気共鳴スキャン（ＭＲスキャン）、核磁気共鳴スキャン（
ＮＭＲスキャン）、磁気共鳴画像スキャン（ＭＲＩスキャン）、コンピュータ断層撮影ス
キャン（ＣＴスキャン）、円錐ビームＣＴスキャン、ポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）
、単一ポジトロン放射コンピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、単一ポジトロン放射断層撮
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影（ＳＰＥＴ）、画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）、超音波スキャン、またはＸ線高エネ
ルギー光子機器もしくは高電圧／超高電圧機器を含む医用イメージング機器である、請求
項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記単一統合３次元要素（７）は、内視鏡機器を用いて前記要素（７）の挿入および撤
収のいずれか１つを可能にする設計を有する、請求項２２から２３のいずれか一項に記載
のシステム。
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